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最近の改正を踏まえた法人税申告の留意点

2025, 8

不党理士 植 田

注1)既 に適用されている項目でも必要と思われるもの、及び、法律山成立しているものの未だ適用され

ていない項目についても掲載しています。

注2)タ イトルの決第期は、1事業年度が12か月である場合を前提としており、1事業年度が12か月

未満の場合は、( )内の本来の適用開始時期で判断してくださ▼竜

注3) 「3月末決算」のように「末」が表記されている場合は、3月 31日 に終了する事業年度だけが対

象となり、 3月 30日以前に終了する事業年度は該当しませ疵

注4) 「4月決算」のように「末lが表記されていなく妹 は、4月末に限らず4月 中に終了する事業年

度はすべて対象になりま魂
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I令和 3年 4月決算 (3年 4月 司日以後終了年度)から適用
されている主な項目

司中小企業の経営資源の集約化 (M&A)に資する税制の創設

① 改正の背景と目的

中小企業の経営資源の集約化による事業の再構築などにより、生産陛を向上させ、足腰を強くする仕

組みを構築していくことが重要である。

このため、経営資源の集約化によつてΥ生J性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、中小企

業の株式の敢絹後に簿外債務、偶発債務等が顕在化するリスクに備えるため、準備金を積み立てたとき

は、損金算入を認める措置を講ずる。

併せて、同計画に必要な事項を記載して認定を受けた中小企業は、新たな類型として中小企業経営強

化税制の適用を可能とし、さらに、所得拡大促進税制の_熙 要イ牛に必要な計画の認定を不要とするこ

とにより、M&A後の積極的な投資や雇用の確保を促すこととする。
<税制改正大綱「令和 3年度税制改正の基本的考え方」>

(1)中小企業事業再編投資損失準備金の創設 3年度改正

措法56 措令32の 3 措規 21の 2(中小企業動 資損失均廠釣

【産業競争力強化法の改正法の施行日 (令和3年 8月 2日 )から令和6年 3月 31日 までの間に事業承

継に係る経営力向上計画の認定を受けて他の法人の株式又は出資を購入した場合】

この制度は、令和 6年度改正によつて延長され、令和 9年 3月 31日までに取得した株式等に適用が

延長されます。なお、令和6年度改正において、一定の要件のもとに複数回のM&Aを実施した場合

には、損金算入割合の拡大と取崩しまでの1居晋し期間の延長が行われていま現 詳細は「令和 6年 4月

決算 (令和 6年 4月以後終了朝 から適用されている主な項目」をご覧くださVち

① 改正の概要

イ 産業競争力強化法の改正法の施行日から令和 6年 3月 31日 までの間に、中小企業等経営強化法に

よる経営力向上計画 C蟹営資源集約化措置 (M&A)が記載されたものに限る。)の認定を受けた中小

企業者であること。

口 その認定に係る経営力向上計画に従つて他のよ＼の株式等の取得 l貴青入lこよる取得に限る。)をし、

6//92



かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合であること。

ハ その株式等の取得価額が 10億円を超える場合を除く。

二 その謄式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を中

小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度にお

いて損金算入できる。

ホ その株式等の全部又は一部を有しなくなつた場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合等におい

て取り崩さなければならない。

へ 積み立てた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から、5年間でその経過

した準備金残高の均等額を取り崩して益金算入する。

<自民党税制調査会配付資料より>

中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設 (案 )

O M&A実 施後に発生する中小企業の特有のリスク (簿外優務、偶発債務等)に備える観点から、M&Aに関する
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式譲渡によつてM&Aを実施する場合 (取得価額が10億円以下
の場合に限る。)において、株式等の取得価機の70。ンも以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み
立てたときは、その積立金額を損金算人できることとする。 (計画の認定期限 :令和6年 3月 31日 )
この準備金は、据置期間終了後、原則として、5年間で均等額を取り崩して益金算入する。

O また、当該認定計画の中で、中小企業経営強化税制の新たな類型の適用ができることとするとともに、所得拡大
促進税制の上乗せ要件に必要な計画のこ認定を不要とする。

売り手
(中小企業者)

5年間で均等取崩し
(益金算入)

A

株
式
譲
渡

経営方向上計画

認定

M&A
実施

r Ⅲ
取
得
対
価

取得価顔の7096
を眼度として準備

金を積み立て

※ 事業銀旗によって lヽ&Aを案議する嬌合についても対象

更い手
(中小企業者)

株式
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2課税売上割合に準ずる割合の承認手続の改善 3年度改正

【令和3年 4月 1日以後に終了する課税期間から適用】

① 改正の概要

イ 課税売上割合に準ずる割合を用いようとする―課不比期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌

日以後 1月 を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属

する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとされ亀

<自民党税制調抑 己付資料より>

課税売上害」合に準ずる審」合の適用開始時期の見直し (案 )

【現行】
O 個別対応方式によつて仕入税額控除を行う際に課税売上げと非課税売上げに共通の課税仕入れに乗
じる「課税売上割合」については、税務署長の承認を受けた場合、その承認を受けた日の属する課税

麹間から「課税売上割合に準ずる割合」を用いることができる (消法30③ )。

0 課税期間の末日間際に課税売上割合に準ずる割合を用いる必要が生じた場合 (例 :たまたま土地の
議渡があった場合等)には、承認申請書を提出したとしても、適用を受けようとする課税期間の末瞬
までに税務署長の承認が受けられないケースがある。

03月決算法人が3月末日に「承認申請警」を提出した場合
【甥行】 申告期限

X2.S31
Xi4,1 X23.31 X3,3.31

鉤
(X3/3期 )から適用

税務雪長
の承認

〔見直し案】
て、こミミミ言言SSと‐申告期限

X2.531
Xl,4.1 X2,3.3と X3.3.31

鉤
(X2/3期)か ら適用

承認の効果

る割合

と黒税期間の

末日の翌日以後 1月
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II令和4年 4月決算 (4年 4月 1日以後終了年度)から適用
されている主な項目

司平成 2司 年～ 22年に取得した土地等の先行取得の特例の廃止
4年度改正

① 改正の概要

イ 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例は、適用期限が到来したこ

とによりため規定が削除された。

口 平成21年又は22年に取得した土地等を譲渡した場合の 1,000万円の所得の特別控除 (措法65

の5の 2)の規定は、今後も存在する。

ハ 所得税についても同様の規定がある 鶴諺お 5の 2)。

租税特別措置法

[特定の長期所有土地等の所得の特別控1剣 <抄>

第65条の5の 2 法ノヘ、鮮欝中の法人を除く。)が、平成21年 1月 1日から平成22年 12月 31

日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利 (棚卸資産に該当するものを

除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、

その所有期間 (その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の 1月 1日までの

所有していた期間をいう。)が 5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等

の譲渡により取得した対価の額又は資産 (以下この項において「交換取得資勘 という。)の価額

(当該譲渡により取得した交換敢得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合におい

て、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除し

た錮 が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経

費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額

を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のい

ずれ こついても第65条の7から第65条の9まで又は第66条の規定の適用を受けないときは、そ

の超える部分の金額と1,000万円 (当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又

は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金

額があるときは、姿該金額を控除した金繰Dとのいずれカイ氏い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の

所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

<第 2項以下略>
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HI令和 5年 3月末決算 (4年 4月 1日 以後開始年度)
適用される主な項目

か ら

1みなし事業年度から事業年度の特例への改正 2年度改正

法法14

【令和4年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の概要

イ 通算制度の導入に伴った改正で、通算制度の適用を受けない法人についても適用される。

口 みなし事業年度とは、法人が解散をした場合や合併によつて消滅する場合、清算中の法人の残余財

産が確定した場合、通算子法人の事業年度が通算親法人の事業年度と異なる場合など、本来の事業年

度とは異なる期間を用いて所得計算を行う必要がある場合に適用される。

ハ みなし事業年度の規定は、事業年度という期間を定めることから、「OOの 日からOOの 日まで」と

いうように、期の始まりの日と終わりの日を特定するという形式で規定されている。

二 改正後の、事業年度の特例の規定は、事業年度が終了する日の特例として規定され、これに続く事

業年度は、特例による終了の日の翌日から開始するとして規定されている。

② 留意点

イ この改正があっても、実質的な変更はないので、実務上の影響はないが、長年使われてきた「みなし

事業年度」という用語が消えたことになる。
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2受取配当等の益金不算入における関連法人株式等・非支配目的株
式等の判定方法と控除負債利子の計算方法の見直し 2年度改正

法法23

【令和4年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の対象となる法人の範囲

イ 通算制度の導入に伴った改正で、通算制度の適用を受けない法人についても適用される。

② 関連法人株式等日被支配目的株式等の該当要件の見直し

イ 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定については、完全支配関係にある

法人全体として保有する株式数等により行うこととされた。

③ 関連法人株式等に係る益金不算入額の計算の見直し

イ 関連法人株式等とは、完全支配関係にある法人全体の保有株式激等の合計数が、3分の 1超かつ

100%未満で、原則として配当等の支払に係る基準日 (通常は配当等を行う法人の事業年度末)以

前6ヶ月間所有していた株式をいう。

口 関連法人株式等に係る益金不算入額は、受取配当等の額からその株式等の取得に係る支払利子等の

額を控除した金額とされている。

ハ 株式等を取得するために要した支払利子控除額 (負債利子等の額)1こついて、従来は、年間の負債利

子の総額を総資産の帳簿価額の平均額に占める関連法人株式等の帳簿価額の平均額の割合で案分して

求めていたが、次のように言|‐算が簡素化された。

関連法人株式等に係る配当等の額 ×4%

ただし (その事業年度中の支払利子等の額の合計額×10%)を限度とする。
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3寄附金の損金算入限度額の計算における資本基準額の見直し
2年度改正

法法 37

【令和4年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の概要

イ 通算制度の導入に伴った改正で、通算制度の適用を受けない法人についても適用される。

口 寄附金の損金算入限度額の計算のうち、資本基準額について、従来は「資本金等の価 を対象に計算

されていたが、改正後は貸借姑照表に計上されている「資本金+資本準備金」の合計額を対象に計算

することとされ亀

② 留意点

イ 資本金等の額は、減資、無償増資、資本の払戻し (資本剰余金の配当)、 自己株式の取得、組織再編

成、みなし配当事由による金銭等の交付があつた場合等に、資本金額と異なることになる。

口 したがって、法人にこれらの事実がなく、資本準備金やその他資本剰余金も計上されていなければ、

資本金等の額と資本金額とは一致しているはずであるので、その場合には改正による影響はなヤ屯
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4貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲の見直し 2年度改正

離 52

【令和4年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の概要

イ 通算制度のワ uこ伴った改正で、通算制度の適用を受けない法人についても適用される。

口 貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲から、完全支配関係がある他の法人に対する金銭債権が除

外された。

ハ この改正は、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金も、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金も、同様

に適用される。

二 このため、完全支配関係がある法人を、あらかじめ抽出しておく必要がある。

ホ 貸倒実績率を計算する際の令和4年 3月 31日 までに開始する事業年度は、従来の数値を用いる。

② 留意点

イ 完全支配関係がある法人の抽出は、100%親子会社のような場合は容易に把握できるが、次のよ

うな場合には、確実に把握できていないケースがあり得るので注意が必要である。

(イ)兄弟会社のような法人相互の完盗支配関係にある法人

(口)複数の法人による間接却 醸こよつて完盗支配関係が生じている法人

|う 個人株主の親族などの同族関係者が完企支配している法人

100%

80%

20%
法人C

法人Bと法人Cとの間には、完全支配関係があるか?

法人A

法人B
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5資産の譲渡に係る所得の特別控除額の総額限度の見直し
2年度改正

措法 65の 6

【令和4年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の概要

イ 通算制度の導入に伴った改正で、通算制度の適用を受けない法人についても適用される。

口 収用換地等、特定土地区画整理事業等、特定住宅地造成事業等、農地保有の合理化によつて資産を

譲渡した場合、又は特定の長期所有土地等に該当する土地等を譲渡した場合には、所得の特別控除が

認められているが、これらの制度を複数適用する場合でも、その控除額は最大で5,000万円を限度

とする定額控除限度額の規定が従前から設けられている。

ハ 完全支配関係のある法人がある場合に、これらの特別控除の規定の適用を受ける場合には、完全支

配関係のある法人全体で、控除限度額が5,000万円とされた。
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Ⅳ 令和 5年 4月決算 (5年 4月 1日以後終了年度)から適
用される主な項目

1中小企業投資促進税制の見直し 5年度改正

措法42の 6、 措令27の 6、 措規20の 3(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償去,又は法人

籐 叫朝I腔阿

【令和5年 4月 1日 から令和7年 3月 31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用】

令和 7年度税制改正において適用期限が2年延長され、令和 9年 3月 31日までの間に取得等をして事

業の用に供した場合に適用されています。。

① 改正の背景と目的

地域経済の中核を担う中小企業の経営状況は、業種により違いも見られているが、エネルギー等を中

心としたコストプッシュ型の物価上昇等により、収益環境の悪化が懸念されてもいる。雇用全体の 7割

を倉J出する中小企業において賃上げの機運を醸成していくためにも、その生庁生
J性の向上や経営基盤の強

化を促すことが重要である。

このため、中小企業者等に係る軽減親麻の特例、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の

適用期限を2年延長する。

あわせて、償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とし

た特例措置を創設する。本特例措置は現下の経済晴勢を踏まえた対応であること、固定資産税が市町村

財政を支える安定した基幹税であることから、2年間の時限的な措置とする。

<「令和 5年度税制改正の基本的考え方等」>

② 改正の概要

イ 対象資産から、コインランドリー業 (主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置で、そ
の管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外された。
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③ 常1度の概要

項 目 内 容

特別控除額
取得価額×7%(資本金3,000万円以下の法人に限る)

注)法人税額の20%を限度

特別償却限度額 取得価額×30%徹 鞘白については75%× 30%)

対象法人
中小企業者 (大規模法人に支配されるものを除く (※ 1))または農業協同組合等

で、青色申告書を提出するもの

適用期間

平成 10年 6月 1日から令和 7年 3月 31日 までの期間 ←旨定期間)内に取得ま

たは製作をして、指定事業の用に供した場合の、指定事業の用に供した日を含む

事業年度

指定事業の範囲

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送

業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業 (※ 3)、

一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶鐸 、薙 子業、

こん包業、通信業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、サービス業 (※ 4)

(映画業以外の娯楽業を除く)で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律第2条第5項に規定する̀ L風俗関連特殊営業に該当する事業を除く。

資産の条件

イ その製作の後、事業の用に供されたことのないものであること (中古品でな

いこと)

口 船舶を除き、貸付用のものでないこと

資産の種類と範囲

イ 機械及び装置
口 工具で、製品の品質管理の向上等に資するものとして次のもの

(イ)測定工具及び検査工具 (電気又は電子を利用するものを含視 )

ハ ソフトウエアで、次のもの (システム仕様書その他の書類を含む)

(イ)開発研究用のもの

(■)サーッベー用オペレーティングシステムで認証を受けた所定のもの

(ブうサーバー用仮想化ソフトウエアで所定のもの

① データベース管理ソフトウエアで所定のもの

① 連携ソフトウエアでPT定のもの

lへ)不正アクセス防御ソフトウエアで所定のもの

二 車両及び運搬具で、貨物運送に供される貨物用自動車で総重量3.5トン以

上のもの

ホ ー定の海上運送業の用に供される船舶

資産の規模

イ 機械及び装置については、 1台または 1基の取得価額が 160万円以上

口 工具については、1台または 1基の取得価額が120万円以上 (1台 30万

円以上のもので、その事業年度において取得等をして指定事業の用に供したも
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のの合計額が120万円以上のものを含視 )

ハ ンフトウエアについては、一のソフトウエアの取得価額が70万円以上 (そ

の事業年度において取得等をして指定事業の用に供したものの合計額が70

万円以上のものを含む)

その他

イ 解散 (合併による解散を除く)をした事業年度、清算中の事業年度は適用で

きなヤ沌 I

口 匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものは除かれる。

※1 次のいずれ力載こ該当する場合は、中小企業者から除かれる。

イ 発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を同一の大規模法人 (※ 2)に所有されてい

る翡

口 猪 帥 は出資総額の2/3以上を大規模法人 (※ 2)に所有されている場合

※2 資本金又は出資金の額が1億円を超える法人 (資本又は出資を有しない法人の場合は常時

使用する従業員の数が 1,000人を超える法肉 をいう。

※3 料亭、バー、キャバレー、すイ トクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同

業組合の組合員が行うものに限る。

※4 指定事業におけるサービス業の範囲

日本標轄 類 の臥分類 G・
1辟睡 信荊 ∝塘業瞬 a、「′l、分類698駐 車易細 、

「大分類L学術研究,専門・技術サービス業」、「中分類75宿泊業」、「中分類78洗濯・

理容・美容・浴場業」、「中分類79その他の生活関連サービス業」m子業は既指0、 「大分

類O教育,学習支援業」、「大分類P医療,馳 、「中分類87協同組合 (他に分類されな

いもの)」、「大分類Rサービス業 (他に分類されないもの)」 に分類する事業が該当する (措

通42の 6-5)。
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2中小企業経営強化税制の見直し

措法42の 12の 4、 措令27の 12の 4、 措規20の 9(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得

した場合の特別償去,又は法人税額の特別控附

【令和5年 4月 1日から令和7年 3月 31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用】

令和 7年度税制改正において、A類型とB類型が見直されるとともに、C類型が廃止された上で、適用

期限が2年延長されています。令和 7年 4月 1日以後に取得する資産については、「令和 7年 4月決算 (令

和 7年 4月 1日以後終了年度)から適用される主な項目」をご覧くださセ竜

① 改正の概要

イ 特定経営力向上設備等の対象から、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業 (主要な事業で

あるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外され亀

② 常1度の概要

イ あらかじめ中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けておく必要がある。

口 確定申告書に特定経営力向上設備等に該当する旨の書類を添付する。

項 目 内 容

糊 曜 罐

取得価額X10%(資 本金3,000万円以下の珈

取得価額×7% (資本金3,000万円超の法少0

注)いずれも法人税額の20%を限度 (中小企業投資促造税制による控除を

受けるときは、その控除残額を幽

糊 可脚 隧 鞭 即時償却  (取得価額 一 初年度の普通償却円彎鋤

対象法人
中′よ述甥筆争(大規模法人に支配されるものを除く(※ 1))又は農業協同組合等、

中小企業協同組合等で、青色申告書を提出するもの

適用対象資産
中小企業等経営強化法に基づき、法人の事業分野に係る主務大臣から認定を受

けた経営力向上計画に記載された特定経営力向上設備であること。

対象資産の類型

A類型 :生産 l生向上設備

生産陛が旧モデル

'ヒ

平均1%以上向上することについて、工業会等の証明

を受けた資産

B類型 :収益力引 錦
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投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備で、税理士又は公認会

計士の事前確認を受けた上で、経済産業大臣の確認を受けた資産

C類型 :デジタアレ化設備<テレワーク便睦設備>

遠隔操作、可視化、ヽ自動制御化のいずれかを可能にする設備で、瀧 営

革新等支援機関の事前確認を受けた上で、経済産業大臣の確認を受けた資

産

D類型 :経営資源集約化設備<M&A促進設備>

M&Aにより修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以 トト昇する設備

で、税理士又は公認会計士の事前確認を受けた上で、経済産業大臣の確認

を受けた資産

適用期間

平成29年 4月 1日から令和 7年 3月 31日 までの期間 (指定期間)内に取得

又は製作をして、指定事業の用に供した場合の、指定事業の用に供した日を含

弾

指定事業の範囲 中小企業投資促造税制における指定事業に該当すること。

資産の条件

イ 蜘 を陶或するもの

(渤 事務用器具備品、本店。与納絲鉾幸に係る建物付属設備、福利厚生施設に

係るものは該当しなし屯

口 国内への投資であること
ハ その製作の後、事業の用に供されたことのないものであること (中古品で

ないこと)

二 貸付用のものでないこと

資産の種類と範囲

(A類型の場合)

イ 機械及び装置 (※ 3)で、 10年以内に販売が開始されたもの

口 工具のうち測定I具及び検査I具で、5年以内に販売が開始されたもの

ハ 器具及び備品 (※ 4)で、6年以内に販売が開始されたもの 1
二 建物附属設備 (※ 5)で、 14年以内に販売が開始されたもの

ホ ソフトウエアのうち設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示

機能を有するもので、5年以内に販売が開始されたもの

資産の種類と範囲

(B～D類型の場

0

イ 機絨及び装置 (※ 3)

口 撃

ハ 埠&見及輔 晶 (※ 4)

二 建物附属設備 (※ 5)

ホ ソフトウエア

資産の規模

イ 機祓及び装置については、 1台又は 1基の取得価額が160万円以上

口 工具、器具及び備品については、 1台又は 1基の取得価額が30万円以上

ハ 建物附属設備については、取得価額が60万円以上
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ニ ソフトウエアについては、一の取得価額が 70万円以上

D圧 縮記帳を行った場合は、圧縮後の金額が取得価額になる。

その他
イ 角字散 (合併による解散を除く)をした事業年度、清算中の事業年度は適用

できなし屹

※1 次のいずれ力Чこ該当する場合は、中小企業者から除かれる。

イ 発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を同一の大規模法人 (※ 2)に所有されてい

る嬌

口 発行済株式縦駐又は出資総額の2/3以上を大規模法人 (※ 2)に所有されている場合

※2 資本金又は出資金の額が 1億円を超える法人 (資本又は出資を有しない法人の場合は常時

使用する従業員の数が 1,000人を超える法人)をいう。

※3 発電の用に供する設備にあつては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をする

ものとして経済産業大臣が定めるものを除く。

※4 医療機器で医療保健業を行う事業者が取得又は制作をするものを除く。

※5 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設

備にあつては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣

が定めるものを除く。

③ C類型<デジタル化設備>の追加について (令和2年度のコロナ対応改正)

イ 令和 2年 4月 に 嚇理 コロナ感染症緊急経済対策Jにより、業務のテレワーク等を推造するために、

従来のA類型、B類型イ劫日え、新たにC類型としてデジタル化設備力萌日えられ亀

ロ デジタルイ間 とは、遠隔操作、可視化、又は自動制御化に該当する投資計画を達成するために、経

済産業局の確認を受けた上で作成された経営力向上計画に記載された設備をいう。

ハ 遠隔操作とは、デジタル技術を用いて遠隔操作をするもので、次のいずれ力ヽこ該当するものをいう。

(イ)事業を非対面で行うことができるようにすること

(口)事業に従事する者が、通常行つている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことがで

きるようにすること

二 可視化とは次に該当するものをいう。

(イ)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

(,)(イ )のデータが、現在行つている事業や事業プロセスに関係するものであること

(′つ (イ)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができる

ようにすること
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ホ 自動制御化とは次に該当するものをいう。

(イ)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること

(口)(イ)の指令が、現在行つている事業プロセスに関する経営資源等を最適化 (※)するためのもので

あること

※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用

される資源等の最適な西己ノ刀
V幸」をいう。

へ 適用を受けるまでの手続は、投資計画について認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた上で経

済産業局の確認を受け、デジタル化設備が記載された経営力向上計画について、主務大臣の認定を受

けることが必要とされる。

④ D類型<経営資源集約化設備>の追加について (令和3年度改正)

イ 中小企業におけるM&Aを推進する措置 (中小企業の経営資源呻 yヒに資する税制)の一環とし

て、特寇終営力向上設備等の対象に、経営資源の集約化に必要不可欠なものとして、計画終了年度に

修正ROA又は有形固定資産回転津が次のように上昇する設備力渤日えられたc

計画期間 有形固定資産回転率 修正 ROA

3年 +2% +0.3ポ イント

4年 +2.5% +0.4ポイント

5年 +3% +0.5ポイント

(イ)有形固定資産回転率は、次の計算式 (売上高//有形固定資産)で求める。

売上高

有形固定資産

(口)修正ROAは、次の計算式によつて求める。

営業利益十減価償去,費十研究開発費

総資産

口 適用を受けるまでの手続は、B類型と同様に、投資計画について税理士又は公認会計士の事前確認

を受けた上で経済産業局の確認を受け、経営資源集約化設備が記載された経営力向上計画について、

主務大臣の認定を受けることが必要とされる。
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⑤ A類型の手続きの流れ

イ エ業会の証明書を取得して経営力向上計画を策定し、法人の業務を所掌する主務大臣の認定を受け
てから設備を取得する。

口 A鯉 の処 の励

②証明書発行申請 ①証明翔

③証明書発行 ④証明書入手

O設備取得 a事業供用

⑥ B類型の手続きの流れ

イ 投資計画における投資利益率が5%以上であるかどう力載こついて、申請者から投資計画案の確認の

依頼を受けた税理士又は公認会計士がチェックして事前確認書を発行し、これに対して所轄の経済産

業局でその確認を受ける。

口 税理士又は公認会計士は、その法人に関与していない場合でも対応できる。

ハ 新たに設けようとする施設の地域を管轄する経済産判弓輔 を行う。

二 経済産業局は、確認書発行のための期間として、 1か月程度を見込んでいる。

ホ 経済産業局の確認を受けてから経営力向上計画を策定し、法人の業務を所掌する主務大臣の認定を

受けてから設備を取得する。

⑥
計
画
認
定

⑥
計
画
申
請

主務大臣

仙当省n

中河ヽ事業考轄 メーカー等
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イ B類型の夕と理の流れ

協議・指導等

①投資計画案の確認依頼

投資計画案の内容確認

勒 罰 予

C設備取得口事業供用

象

・

峯

⑥
己
回
認
定

⑤
経
営
力
向
上
計
画
申
請

主務大臣

l押_当省向

鱗 蜘 経済産業省

中ガヽ事業者
税理士

公認会計士
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⑦ C類型の手続きの流れ

イ デジタル化設備に係る投資計画について認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた上で経済産業

局の確認を受ける。

口 経済産業局の確認を受けてから経営力向上計画を策定し、法人の業務を所掌する主務大臣の認定を

受けてから設備を取得する。

ハ C類型の夕と理の流れ

協議・指導等

①投資計画案の確認依頼

投資計画案の内容確認

軸 罰 子

C設備取得日事業供用

協
議
。
指
導
等

⑥
計
画
認
定

⑤
経
営
力
向
上
計
画
申
請

鱗 産輿 弓

主務大臣

鯉 当省庁)

経済産業省

中河ヽ事業者
認定経営革新

等支援機関
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③ D類型の手続きの流れ

イ B類型と同様に、投資計画について税理士又は公認会計士の事前確認を受けた上で経済産業局の確

認を受け、経営資源集約化設備が記載された経営力向上計画について、主務大臣の認定を受ける。

③ 経営力向上計画に係る認定申請書の記載の流れ

イ 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認する。
↓

口 事業分野に対応する「事業分野別指針」を確認する

↓

ハ 事業分野別指針を踏まえて経営力向上計画を策定する。

⑩ 事業分野別指針とは

イ 事業分野ごとに、経営力向上に関する指針がまとめられており、中小企業における現状認識、課題、

経営力向上の実施方法などがまとめられている。

口 事業分野別指針は、製造業、卸。小売業、外食。中食、旅館業、医療、保育、介護、障害福祉、貨物

自動車運送業、船舶産業、自動車整備、建設業、有線テレビジョン放送業、電気通信、不動産業、地上

基幹放送分野、石油卸売業・姶併小売業、旅客自動車運送事業、職諜紹介事業・労働称鷹自義紹榔駄

学習塾業分野、農業分野が公表されている。 (令和6年 3月現ω

ハ 事業ノ刀野`別指針が策定されていない事業分野については、「基本方針」1こ記載されている「経営力向

上の定義及び内容に関する尊呼莉と「経営力向上の実施方法に関する事項」を踏まえて、経営力向上計

画を策定する。

二 事業分野別指針や基本方金れま、中小企業庁のホームページからダiタンロードできる。

① 経営力向上計画の申請

イ 経営力向上計画の申請は、原則として電子申請で「経営力向上計画プラットホーム」から行う。

口 紙が―スによる経営力向上計画の申請書は、中小企業庁のホームページにおいてWord形式によ
つて提供されており、ここからダウンロードしてイ乍戸えす る。
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ハ 経営力向上計画の申請書の記載例は、次の業種が中小企業庁のホームページで公開されている。(令

和 6年 3月現在)

農業、酪農、建設業・建設関連業、製造業、食料品製造業、船舶産業、電気通信、地上基幹放送分野、

有線テレビジョン放送業、旅客自動車運送事業、貨貨物自動車運送業、小売業、卸売業、石油卸売業・

麒 ,卜売業、不動産業、旅館、外食、中食、医療 (病円 、医療信妨節岸幸)、 保育、介護、障害福祉、自

動車整備、職業紹介事業・労働者派遣事業、学習塾事業

⑫ 各種資料の入手方法

イ 中小企業庁のホームページから入手することができる。

ロ 中小企業庁ホームページを開いた直後の回向

ハ キーワードの「経営力強化法支援策」をクリックすると資料を入手できる。

本文ベ チ了トマッ, Enohsh 支写サイr 標準  大

サイ聞食索的榊と`ilム■  国

△ 令れ7年 3月 4B

〉 令和6年能登半島災署 (地震、大雨)に伴う支援策情報等|よこちらです重要なお知らせ

おすすめキーワード

以下のキーワードをクリックしていただくと、開連するベージにご案内いたします。

1支援策チラン  R6FY補 正 'R7FY当 を,」i予算  .中 小企業の定義   省力化補助金 |

1支援策 メニュー  1中 小企業 補助金 !F   補助金 公募中  I事 業再構築補助金 lf

再生支援  1事 業承継 支援策   価格転嫁 .下諸取引遺五化対策  .価 格交渉促進月間

tlキーワードから探す

6● (】 ,1■発■●J.榛章

能登半島 (地震・大雨)支援策

.小規模企業 支援策

卜' は外部サイト1こリンクします

国

|セーフティネット保証

経営力強化法 支援策節上げ促進税岳」

中」ヽ企業診断士  .事 業継続力強化計画   フリーランス

審議会・研究会中小企業庁について 申請,お問合せ政策について自書・統計
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(2)各制度の相互関係

即時償却

税額控除

7 or10%※

中小企業経営強化税制

0 中小企業経営強化法の認定計画に基づく設備投資を対象とする。

(A類型)

・生戸生′性が年平均1%以上改善することの工業会の証明を受けた設備

収益力強化誤婦 (B類型)

・投資収益率が5%以上の投資計画に係る設備

デジタル化言晏研 (C類型)<テ レワーク促進設備>

・遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを吋 印こする設備

経営資源集約化謝 (D類型)<M&A促 進設備>

・修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

中小企業投資促進税制

機械装置 :単品160万円以上
ソフトウエア :複数合計70万円以上

特別停員却

30%
税額控除

7%※

上記 ※

資 本 金 が

3,000万円
以下の法人

に適用

車両等 ソフトウエア 鵬 置 瑛 廓 晶 鋤 附属齢

<経済産業省資料を元に作成>
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3特定資産の買換えの場合等の課税の特例 (買換範囲の縮小)
5年度改正

措法65の 7① (特定資産の買換えの場合の課税の特例)

【令和 5年 4月 1日以後に譲渡する資産から適用】

① 改正の概要

イ 既成市街地等の内から外への買換えが、適用対象から除外された。

口 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産から令和 2年 4月 1日前に特定空港

周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機

騒音による障害の防止等に関する法律の、第二種区域となつた区域内にある資産が除外された。

ハ 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、東京都の特別区の区域

から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税

の線延が割合を90%(改正前:80%)に引き上げ、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区

の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合を60%(改正前 :

70%)に引き下げられ亀

二 改正後の買換対象の範囲 (措法65の 7(D

譲渡資産 買換資産

= 
次に掲げる区域 (イ又は口に掲げる区域にあ

つては、令和二年四月一日前に当該区域となつ

た区域を除く。以下この号において「航空機騒

音障害動 という。)内にある土地等 (平成

二十六年四月一日又はその土地等のある区域

が航空脚騒音障害区域となつた日のいずれか

遅い日以後に取得 (贈与による取得を除く。)

をされたものを除くされるもの。)、 類

附属設備を含軌 以下この表及び第十四項にお

いて同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める

場合に譲渡をされるもの

イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

第四条第一項に規定する航空機騒音障害防

止特別地区 同法第人条第一項若しくは第

九条第二項の規定により買い取られ、又は同

上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内

(国内に限る。以下この号において同じ。)にあ

る土地等、建物、構築物又は機械及び装置 隈業

又は林業の用に供されるものにあつては、墾市

計画法第七条第一項の市街化区域と定められた

区域以外の地域内にあるものに限る。)
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条第一項の規定により補償金を取得する場

△
国

口 公共用飛行場周辺における航空磯騒音に

よる障害の防止等に関する法律第九条第一

項に規定する第二種区域 同条第二項の規

定により買い取られ、又は同条第一項の規定

により補償金を取得する場合

ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す

る法律第五条第一項に規定する第二種区域

同条第二項の規定により買い取られ、又は同

条第一項の規定により補償金を取得する場

合

二 次に掲げる区域 lイからハまでに掲げる区域

にあつては、政令で定める区域を除く。以下こ

の号において 1既成市街地等」という。)内に

ある土地等、建物又は構築物

イ 首都圏整備法第二条第二項に規定する既

成市街地

口 近畿圏整備法第二条第二項に規定する既

成都市区域

ハ 首都圏、近畿圏及び中都圏の近郊整備地帯

等の整備のための国の財政上の特別措置に

関する法律第二条第二項に規定する政令で

定める区域

ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域

として政令で定める区域

既成市街地等内にある土地等、建物、構築物又は

桜斃械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利

用に資するものとして政令で定める施策の実施

に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの l政

令で定めるものを除く。)

三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該

法人により取得をされた日から引き続き所有

されていたこれらの資産のうち所有期間 (その

取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲

渡をされた日の属する年の一月一日までの所

有期間とする。)が十年を超えるもの

国内にある土地等 (事務所、事業所その他の政令

で定める施設 (以下この号において「特定施設」

という。)の敷地の用に供されるもの (当該特定

施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供

されるものを含む。)又は駐車場の用に供される

もの (建物又は構築物の敷地の用に供されてい

ないことについて政令で定めるやむを得ない事

情があるものに限る。)で、その面積が三百平方

メートル以上のものに限る。)、 建物又は構築物
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四 船舶働絣白法第二条に規定する日本船舶に限

るものとし、漁業 鉢磋馘雄物の採捕又は養殖

の事業をいう。)の用に供されるものを除く。

以下この号において同悦 )の うち進水の日か

らその譲渡の日までの期間が政令で定める期

間に満たないもの健期撲その他の政令で定め

る事業の用に供されるものにあつては、平成二

十二年一月一日以後に建造されたものを除

く。)

船舶 倣令で定めるものに限る。)

ホ 長期所有の土地、建物、構築物からの買換えについて、所有期間が10年を超えていることの判定

基準が、正味の所有期間ではなく、譲渡年の1月 1日における所有期間の判定に改正された。
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V令和 5年 10月から適用される主な項目

1-定の内国法人が受ける配当等に係る源泉徴収の不適用
4年度改正

【令和5年 10月 1日以後に支払いを受けるべき配当等に適用】

① 改正の概要

イ 次のいずれ力Чこ該当する株式等に係る配当等については、所狩税を課さないこととし源泉徴収が不

要とされる。

(イ)完全子法人株式等に該当する株式等 l白己当等の計算期間を通じて完全支配関係がある株式等をい

う。)

(口)配当等の支払に係る基準日において、名義人として直接保有する株式等の総株数に対する割合が

3分の1超である株式等

口 上記 (口)の株式は、受取配当等の益金不算入制度における関連法人株式等と近いが、関連法人株式等

とは、完全支配関係にあるグループ全体で保有する株式等の、総株数に対する割合が3分の 1超かつ

100%未満である株式等で、配当等の支十ムに係る基準日の前6か月間を引き続き有している株式等

をいう 僻令 22の 3)。

ハ この違いは、配当等を支払う側が、関連法人株式等に該当するかどうかを短期間のうちに判断する

のは困難な場合があることを考慮したものと思われる。

二 令和元年度決算検査報告 (会計倹劃分 <抄>

源泉徴収制度は、所得税を効率的かつ確実に徴収するなどの趣旨から設けられたものであり、申

告納税制度を前提とした場合の所得税又は法人税の前払的性質を持ち、原則として個人又は法人の

確定申告等の手続を通じて精算される仕組みとなっているものである。一方、原則として全額が益

金不算入の対象となり法人税が課されないこととなつている完全子法八株式等及び関連法人株式等

に係る配当等の額に対して源泉徴収を行つていて、税務署における源泉所得税事務が生ずるととも

に、所得税額控除の適用による源泉所得税の精算に伴い、i罰碇切鵞て州暫切日算今彬びにこれらに係

る税務署の遅付事務が生じやすい状況となっていると思料される。

上記を踏まえて検査したところ、原則として全額に法人税が課されていない完全子法人株式等及

び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行つていたことから、企業グループ内にお

いて納税に係る一時的な資金負担が生ずるとともに、当該配当等に対する税務署における源泉所得

税事務が生じたり、源泉所得税相当額について所得税頴控除が適用されることにより還付金及び還
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付加算各碓びにこれらに係る不ガ劣署の退付事務が生じたりしている状況となつていた。このような

状況は、源泉所得税が法人税の前払的性質を持つことや所得税を効率的かう確実に徴収するなどの

源泉徴収制度の趣旨に必ずしも沿つたものとはなつていないと思料される。

ついては、本院の検査で明らかになつた状況を踏まえて、財務省において、源泉徴収義務者によ

る源泉徴収事務の便宜を考慮した上で、配当等に対する源泉徴収制度の在り方について、引き続き、

様々アょ`観点から効率性、有効陛等を高める検討を行つていくことが肝要である。
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2免税事業者に対する適格請求書発行事業者の登録 4年度改正

【令和5年 10月 1日から令和11年 9月 30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の

登録を受ける場合に適用】

① 改正の概要

イ 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする際に、課税期間の途中から課税事業者になれる経

過措置について、免税事業者からの十Lttlこ対して80%又は50%の仕入税額控除が認められる期間

中に適用できるよう、その経過措置の期間が6年延長された。

口 免税事業者が適格請求書等を発行するためには、本来、課税事業者の選択をした上で、適格請求書

発行事業者として登録を受けなければならなし、

ハ 免税事業者が令和 5年 10月 1日 の属する課税期間において登録の申請を行うと、経過措置によつ

て課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録日から課税事業者になる。

二 したがつて、経過措置の適用により、同一の課税期間において、免税事業者である期間と課税事業

者である期間が存在することになる。

ホ 令和 5年 10月 1日の属する課税劇間を過ぎると、経過措置の適用が受けられず、まず課税事業者

になったうえで適格請求書発行事業者としての登録を行う必要がある。

へ 課税事業者になるためには、その課税渕間の前課税期間中に課税事業者選択届出書を提出しなけれ

ばならず、その課税劇間の初日から適格請求書発行事業者になるためには、その初日の 1か月前まで

1こ登録申請書を提出しなければならなヤ光

卜 令和 5年 10月 1日以後は、課税事業者は免税事業者からの課税仕入れについて仕入税額控除を受

けることができないが、経過措置により、令和 8年 9月 末日までの課税仕入れについては80%の控

除が認められ、令和 8年 10月 1日 から令和 11年 9月 80日 までの課税仕入れについては50%の

控除が認められる。

チ この経過措置が設けられた趣旨は、適格請求書等保存方式が実施された後も、免税事業者が取引か

ら直ちに排除されることを避けつつ、併せて、免税事業者に対しても適格請求書発行事業者を選択し

ようとする意思を醸成するためと解される。
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ヅ したがつてこの経過措置が適用されている間は、免税事業者に対して、令和 5年 10月 1日の属す

る課税期間の後も、課税期間の途中から適格請求書発行事業者として登録できるようにしておく方が

望ましいと考えられる。

ヌ そこで、免税事業者が令和5年 10月 1日から令和 11年 9月 30日までの日の属する課税潮間中

に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者になること

ができることとされる。
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3免税事業者が適格請求書発行事業者になつた場合に納付税額を課
税売上に対する消費税額等の2割とする経過措置 5年改正

平28年改正法附則51の 2①②

【令和5年 10月 1日から令和8年 9月 30日 までの日の属する各課税期間に適用】

① 改正の概要

イ 令和 5年 10月 1日から令和 8年 9月 30日までの日の属する各課税期間に適用されるので、 3期

間 (9月 末日決算の場合)又は4期間の経過措置とされる。

口 免税事業者が、令和5年 10月 1日から令和 8年 9月 80日 までの日の属する各課税期間において、

次のいずれ力ヽ こより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる事業者が対象とされる。

(イ)免税事業者が適格請求罰 辞 となったこと

(口)課税事期 出書を提出したこと

ハ 次に該当する事業者は、この制度の対象にならない。

(イ )

インボイス制度の施行前 (令和 5年 10月 1日諭 から、課税事業奮醒閃冨出書の提出によ

って引き続き事業者免税点制度の適用を受けられない場合の、令和 5年 10月 1日 を含む課

税期間

例 :個人事業者が令和 4年に課税事業制 壁届出書を提出した場合は、令和 5年 1月 1日

から、すなわちインボイス制度施行前から引き続き事業者免税点制度の適用が受けられ

ないので、この制度は適用できなヤ屯

(口 )

基準期間の課税売上高が1,000万円を越えるために事業者免税点制度の適用を受けられ

ない場合

例 :個人事業者について、令和 5年中の課税売上高が1,000万円を超えると、令和 7年

はこの制度の適用を受けられなヤ屹

(ア
ヽ
) 課税期間の特例すなわち課税期間を3か月ごとや 1か月ごととする特例の適用を受ける場合

←)
その他、適格請求書発行事業者の登録をしなくても、事業者知院点制度の適用を受けられな

いこととなる場合 (例 :資本金 1千万円以上の新設法人なD

二 この特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、適用を受けた課税潮間の導課税期間中に、衛易

課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課

税制度の適用が認められることになる。
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【簡易課税制度への移行措置について】 ▼Iij14

/O基 準期 F口号における課税売上高が1千万を超える課税期 F日]力やある場合

RS 10 握脅―

1   免礎草黒要 1 鰯 t事業者 登録 1  僚貌事羹曽 韓 1

(二′000万a
螂 的 不再

吟

0 3年間の特例期間が終了する翌課税期間におして、簡易課税制度を適用する場合

筋 と事率書 売豊事帝書 1 1 1
甑 題題
避工

時娘 鶴口

→

③ 上記①の適用を受けた適お各請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税

制度の適用を受tする雷の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提 l」とした日の属する課イ比期

間から

'割

‐
易課税制度の適用を認めることとする。

― 饉

― 阻

<財務省令和 5年度税制改正資料より>
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4基準期間の課税売上高が可億円以下の場合等における少額インボ
イスの保存に係る経過措置 5年改正

平28年改正法附則53の 2、 令附則24の 2①

【令和5年 10月 1日から令和11年 9月 30日までの課税仕入れに適用】

① 改正の概要

イ 令和5年 10月 1日から令和 11年 9月 30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、

その支払対価の額が、税込 1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存によ

る仕入税額控除を認め、インボイスの保存を不要とする経過措置が講じられる。

ロ インボイスの保存が不要ということは、インボイスの有無にこだわらないことを意味し、免税事業

者からのイ[入れも同様に控除できることになる。

ハ 帳簿に記載すべき一定事項とは、次のとおりとされる。

(イ) 課税仕入れの相手方の氏名又lま名称

(口) 課税仕入れを行った年月日

|う  課税仕入れイこ係る資産又は役務の内容及び輻腕能象に該当する旨

0  課税仕入れに係る支払対価 (税込)の額

二 上記 0う により、軽減対象であるかどうかの区別tまZ要とされる。

ホ 文ヤム対価の額の基準は、1万円以下ではなく、1万円未満である点に要注意。

へ 基準期間における課税売上高が 1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下

である事業者に適用される。

卜 特定期間とは、次のいずれかの期間をいう (消法9の 塾④)。

(イ) 個人事業者………その年の前年 1月 1日から6月 30日までの期間

(口) 法人事業者………その事業年度の前事業年度開始の日以後 6月 の期間

チ 特定期間の課税売上高の判定に代えて、給与支払額の合計による判定は適用できない。

り 少額特例に該当するかどう力Wま、1回の取引における金額で判断し、内訳の商品ごとではなしち

ヌ 対象となる期間の範囲は、課税仕入れが行われる日であり、
~課

税期間の単位ではなヤ屯
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ル 月単位による役務提供の場合は、月単位の額が 1回の取引になる。
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5売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が可万円未満の場合の
特例 5年改正

【令和5年 10月 1日以後の課税資産の譲渡等について行う売上に係る対価の返還等に適用】

① 改正の概要

イ 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が 1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交

付義務が免除される。

口 この対応により、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担が軽減される。

② 参 考

条 件

決済すべき金額  100,000円

振込手数料     1,100円 (う ち消費税額 100円 )

買手側は 100,000円から振込手数料を差し引いて売手側に支払つた。

売手側は金融機関に対して振込手数料を負担する手続きは行っていなヤ比

イ従来の一般的な処理

(イ)買手側

買 掛 金  10(l,000円 /現 預 金  100,000円

(口l売手側

日正式な処理 (振込手数料相当額を値引として処理)

(イ)買手側

買 掛 金

現 預 金

腱 翻

仮拡消費税

買 掛 金

腱 翻

仮払消費税

98,900円 /売 掛 金  100,000円

1,000円

100円

1,100円 /仕 入値引
仮払消費税

98,900円 /現 預 金
1,000円 /現 預 金
100円

1,000円

100円  印ワ鋼 の醐

98,900円

1,100円
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(口)売手側

売上値引  1,000円 /売 掛 金   1,100円

仮受消費税    100円

※ 本来なら返還インボイスの発行を必要とする。
現 預 金  98,900円 /売 掛 金  98,900円

筋こ」S朝面の返透∋ (※)

注)売手は、振込手数料を、会計上は支払手数料として処理し、消費税法上は対価の返還等として処理す

ることは認められる。罐    
「インボイス制度の負担軽減措置 (案)のよくある質問とその回答」問

18」 令 5,1.20)

→ 支払手数料に対する消費税コードは「売上対価の返還」になり、消費税は仮受消費税になる。
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6適格請求書発行事業者登録制度 5年改正

消令 70の 2

① 改正の概要

イ 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税翔間の初日から登録を受けようと

する場合には、当該課税期間の初日から起算して 15日 前 (改正前 1月 )の 日までに登録申請書を提

出しなければならなヤヽこととされる。

口 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があつた課税劇間の翌課

不比期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前 (改

正前 30日 )の日までに届出書を提出しなければならないこととされる。

ハ 適格請潮 韓 の登録等に関する経過措置の適用により、令和 5年 10月 1日後に適格請求

書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日 を経

過する日以後の日を登録希望日として記載するものとされる。

二 令和5年 10月 1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、その申請期限 (令

和5年 3月 31日)までに提出することについて困難な事晴がある場合には、その後に提出すること

が認められるが、その登録申請書に困難な事ヽ情についての記載がなくても、運営上改めて求めないも

のとされる。
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7帳簿の記載事項の見直し等 6年度改正

【令和5年 10月 1日以後の課税仕入から適用】

① 改正の概要

(10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動

サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ (3万円未満のものに

限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。

(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和 5年 10月 1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿

への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

(H)簡易課税制度又は適格請求書発行妻業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

を適用する事業者が、令和 5年 10月 1日以後に国内において行う課不党十踊 lこついて、税扱経理

方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継統適用を条件として当該課税仕

入れに係る支払対価の額に110分の10鱒朗対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、

108分の8)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、辛肖費税に係る経理処

理方法について所要の見直しを行う。

<令和 6年度税制改正の大綱 (令和 5年 12月 22日閣議決定)>

<令和 6年度改正/自民党税制調査会配布資料より>

消費税に係る帳簿の記載事項の見直し等 (案 )

し

仕入税額控除の適用は、一定の帳簿と請求書等の保存が要件とされて

税仕入れの相手方の住所・所在地と②特例対象である旨の記載をするこ

除を可能とする特例が設けられている。

本特例の対象となる自動販売機による取引や入場券等のように使用時に証票が回収される取引 (3万円未満の少額

なものに際る。)については、事業者の実務に雲Bして、上記①の住所・所在地の記載を不要とする。

ω 簡易課税酒用者が税抜経理方式を採用する場合における経理処理方法の見直し等
税抜経理方式を採用する簡易き果不元適用者が、課税仕入れを行つた場合の経理処理方法の明確化を図る。具体的には、

免税事業者等のインポイス発行事業者以外の者からの仕入れについては、原員り、仮払消受税額等は生じないが、簡易

課税適用者は、インポイスの保存が仕入税額控除の要件とされていないことも踏まえて、継続適用を要件に支払対価

の額の110分の10(108分の 8)相当額を仮払消買税額等として計上できることとする等の所要の見直しをイ手う。
(注 )2割 特例適用者も同様の取扱いとする。

任)仕入税観控除に係る幅難のgE職事環の見直し
て帳簿のみ保存の特例を適用する場合の中晨簿記戟事項》

・ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・ 取写1年月日
・ 取]1内容 (軽減税率対象の場合、その旨)

特例の対象となる旨

いるが、一定の取弓1については、帳簿に①課

とで、請求書等の保存がなくても仕入税額控

12)固易際機潤用者が税擦経週方式を採用する場合における経
理処理方法の見直し等

節 党事業者から110万円の車両を仕入れた場合

【仕訳 (原則)】
車両 110万拇 / 予舞金110万円

※ この仕訳を行うためには、仕入れ先が免税事業者かどうか

G

・ 課税仕入れの綱■方の住所又は所在地
住所等の記駐は不要)

(見直し票)
自只反機や証票が回収される取引 (3万円未満の少額な

ものに限る。)について、住所等の記載を不要とする

継続適用を要件に以下の仕訳にできることとする。

〔仕訳】

車両  100万 円

仮払消費税額等 10万円

※仕入れ先が免税事業者かわかを,巴l屋する必要なし

(インボイス導入前と同様の取扱し

'

現金 110万岡
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Ⅵ 令和 6年 3月末決算 (5年 4月 1日以後開始年度)から
適用される主な項目

1研究開発税制 (控除額) 5年度改正

措法42の 4 措令27の 4 措規20(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

〔令和5年 4月 1日以後に開夕台する事業年度から適用】

渤 この項については、改正点だけでなく、全般的な解説をしています。

① 改正の背景と目的

研究開発投資は、社会課題解決の推進力となるイノベーションの源泉であり、高い外部効果を有する

ことが期待される一方、企業にとつては成果が得られるとは限らない不確実陛を伴う。企業の研究開発

投資の規模拡大や質の向上は、町成長と分配の好循環」を拡大していく上で、極めて重要な意味を持つ。

米国や中国の企業が研究開発投資を大きく伸ばす中、わが国企業の研究開発投資は近年伸び脳んでお

り、国際競争力の維持向上のためにも、その増加を促していかなければならなし屹

研究開発税制において、投資を増加させるインセンティブを更に強化する。現イ       画の

達成状況も念頭に置きつつ、一般型の控除率カーブについて、試験研究費の増加率に応じたメリットを

より高める一方、控除率の下限は引き下げ、メリハリのある見直しを行う。控除額が上限に達した企業

に対してもインセンティブが機能することを期待し、一律に設定されている控除上限を変動させる新た

な仕組みも導入する。

研究開発の質を高める観点からは、既存企業とスタートアップ企業のオープンイノベーションや、研

究開発を担う「人」への投資を促すことが喫緊の課題である。オープンイノベーシヨン型において、研

究開発型スタートアップ企業の定義を見直し、対象を大幅に拡大する。博士号取得者や経験を積んだ外

部人材を取り入れるインセンティブとなる、新たな類型も創設する。

<「令和 5年度税制改正の基本的考え方等」>

(1)一般の研究開発税制 (大企業向けの研究開発税制)

① 控除割合

イ 増減試験研究費割合によつて控除割合が変化する (措法42の 4③。
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口 令和 5年 4月 1日から令和8年 3月 31日 までの間に開始する事業年度については、以下の控除割

合とされる。

ハ 増減試験研究費害蛤が 12%超の場合 l′l魂点3位未満切捨、以下同じ)

11.5%十 伸醐 費割合 -12%)XO.375

(イ)最高は14%と される。

二 増減試験研究費割合が12%以下の場合
11.5%― (12%一 蜘 費割合)× 0.25

(イ)最低は1%と される。

ホ 設立事業年度又は比較試験研究費がゼロの場合   8.5%

へ 増減試験研究費割合とは次の割合をいう (措法42の 4⑩∋ 。

増減試験研究費の額

比較試験研究費の額

(イ)増減試験研究費の額とは、次の計算による金額をいう (措法42の 4∽ 。
適用年度の輯 の額 一 歩的齢鰯翻院費の額

(口) (イ)の計算結果がマイナスの場合はマイナスを認識する。

|う 比較試験研究費の額とは、前3年内に開始した各事業年度における試験研究費の平均額をいう

僻 42の 4⑩⊃ 。

卜 増減試験研究費割合による控除率の変化

令和5年 4月 1日以後に開始する事業年度

0曽溺澪剥談弱聘究摩肇到確∋    lフェヒ醐
18,7% …………… 14%(最高)
15% ………………… 12.625%
12% ………………… 11.5%
10% 11,0%
7.5% …………… 10,375%
5% …………………  9,75%
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0%
△5%
△10%
△20%
△30%

8.5%
7.25%
6%
3.5%
1%撮n

チ 令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までに開始する事業年度で、試験研究費害1合が10%を

超える場合は、上記の控除率に次の控除割増率を乗じた額を加える (措法42の 2②⊃ 。

控除割増率 = (試験研究費割合 -10%)× 0.5  (10%を 限度とする。)

(イ)蜘 合とは、次の割合をいう (措法42の 4⑩六)。

適用年度の試験研究費の額

平均売上金額

(口)平均売上金額とは、適用年度及び前3年内に開始した各事業年度における売上金額の平均額をい

う (措法42の 2⑬叶⊃ 。

② 法人税額による控除限度額

イ原 則

(イ)法人税額の25%を限度とする (措法42の 4(D。

口増減試験研究費割合による調整

(イ)令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日 までの間に開始する事業年度については、次によつて

計算した金額を25%から加減算する (措法42の 4③⊃ 。

i 卿 費割合が4%を超える場合

超える部分 1%当たりに当期の法人税額のO.625%(5%を 上限とする。)を加算する。

こ 増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る場合

下回る部分 1%当たり当期の法人税額のO。 625%(5%を 上限とする。)を減算する。

(口)増減試験研究費割合による控除上限率の変化

錦腐鋤研究費割合

12%以上 …….

10%Ⅲ …… ….

鰺除限度瑠

30%(上 ]艮l

28.75%
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4% …

0% …

△4% …

△10% …

△12%以下

25%
25%

25%

21.25%
20%(下 Fttl

ハー定のベンチヤー企業に対する特例

(イ)法人税額の40%を限度とする (措法42の 4③―)。

(口)一定のベンチャー企業とは、設立後 10年以内の法人で、当期において翌期繰越欠損金を有する

ものをいう (大法人の子会社等を除く)。

二試験研究費割合が 10%を超える場合

(イ)令和5年 4月 1日から令和8年 3月 31日までに開始する事業年度は、次のとおりとされる (措

法42の 4③∋。

(口)上記の割合に、次の割合を加える。

(試験研究費害J合 -10%)× 2 (10%を 限度とする。)

0う 試験研究費割合とは、次の割合をいう (措法42の 4⑩六)。

適用年度の試験研究費の額

平均売上金額

① 平均売上金額とは、適用年度及び前3年内に開始した各事業年度における売上金額の平均額をい

う (措法42の 2⑩十∋。

① 試験研究費割合による控除率の変化 (一定のベンチャー企業以外の場合)

θ巖潮究費割合)

15% ………・

12.5% ―・

10%・ ……・

鰺鰤

35%(最高)

30%
25%鰊 の回

イ∋ コロナ特例による「売上が減少したにもかかわらず試験研究費を増加させた場合」の特例は期限到来と

ともイ蒻瓢 iされ亀
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(2)中小企業技術基盤強化税制 (中小企業者等向けの研究開発税制)

① 対象法人の範囲

イ 次の法人については、中小企業技術基盤瑚 切締Jが適用される (措法42の 4③。

(イ)中小企業者 (適用外事業者を除く。)

(口)農業協同組合等

口 中小企業者とは、資本金額が 1億円以下の法人で、次のいずれにも該当しない法人をいう (措法4

2の 4⑩叱、措令27の 4⑪l。

(イ)発行済株式総数又は出資総額の2分の 1以上を同一の大規模法人が所有している場合。

(口)発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を複数の大規模法人が所有している場合。

ハ 資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が千人以下の法人をいう。

二 適用紗 卜尊喋者とは、前3年以内に終了した各事業年度 (基準銅り について、次の金額が15億

円を超える法人をいう (措法42の 4⑩人)。

基準年度の所得金額の合計
× 12

基準年度の月数

② 控除割合

イ 控除割合は原則として12%と される 鱚諺望 2の 4④)。

口 ただし、令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までに開始する事業年度で、増減試験研究費害1

合が12%超の場合の控除率は、次のとおりとされる lノl魂煮3位未満切p鰈 セ望 2の 4③。

12%十 (増減試験研究費割合 -12%)XO,375

(イ)最高割合は17%と される。

(口)増減試験研究費割合とは次の割合をいう (措法42の 4⑩∋ 。

増減試験研究費の額

,陣鷺聯硼究費の額

ハ 増減試験研究費の額とは、次の計算による金額をいう (措法42の項9∋。
適用年度の試験研究費の額 ―

'卿
費の額
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二 比較試験研究費の額とは、前3年内に開始した各事業年度における試験研究費の平均額をいう (措

法42の 4⑩五l。

ホ 増減試験研究費割合による控除率の変化

令和5年 4月 1日以後に開始する事業年度

lナ曽満鶏鋼院制 合)  確際わ
25,4% …………… 17%(最高)
20% ………………… 15%

13. 125%

12%録 ω
15%
12%

へ 令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までに開始する事業年度で、試験研究費割合が10%を

超える場合は、上記の控除率に次の控除割増率を乗じた額を加える (措法42の 2⑤⊃ 。

控除割増率 = (試験研究費割合 -10%)XO.5  (10%を 限度とする。)

(イ)試験研究費割合とは、次の割合をいう (措法42の 4⑩洵 。

適用年度の試験研究費の額

平均売上金額

(,)平均売上金額とは、適用年度及び前3年内に開始した各事業年度における売上金額の平均額をい

う 鶴法 42の 2①■∋。

③ 法人税額による控除限度額

イ原 則

(イ)法人税額の25%を限度とする (措法42の 4④)。

口増減試験研究費割合が12%を超える場合

(イ)令和 5年 4月 1日から令和8年 3月 31日までに開始する事業年度で、増蝉 J合が1

2%を超える場合は、法人税額の10%を上乗せし35%が限度になる (措法42の 4⑥時)。
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ハ試験研究費割合が10%を超え、かつ増減試験研究費割合が12%以下の場合

(イ)令和5年 4月 1日から令和8年 3月 31日 までに開始する事業年度は、次のとおりとされる (措

法42の 2⑥∋ 。

(口)上記の割合に、次の割合を加える。

(試験研究費割合 -10%)× 2 (10%を限度とする。)

|う 試験研究費割合とは、次の割合をいう (措法42の 4⑩六)。

適用年度の試験研究費の額

平均売上金額

0 平均売上金額とは、適用年度及び前3年内に開始した各事業年度における売上金額の平均額をい

う 鶴法 42の 2③十∋。

Dコ ロナ特例による「売上が減少したにもかかわらず試験研究費を増加させた場合」の特例は期限到来と

ともに廃止され亀

④ 住民税額からの控除

イ 中小       化税制は、法人住民税にも適用される。

口 具体的には、中小企業技術基盤強化税制の適用を受けた後の法人愧額が、法人住民税の法人税割の

課税標準になる。

(3)特別試験研究費に対する特例

イ 特月lj試験研究費の内容に応じて、20%、 25%、 30%を控除率とする。

口 特丹I醐 費とは、国や民間の研究機関等や大学との共同又は委託研究等をいう。、

ハ ー般試験研究費とlま男け枠で法人税額の10%を限度とする。
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(2-2)一 般型のインセンテイブ強化 C)控除上限の見直し②控除率の見直し

● 研究開発投資の維持・拡大に対するインセンテイプを強化するため、試験研究費の増淵割合に応じて控除垂
限が変動する制度を導入するとともに、控除率の傾きを見直す(コロナ特例については期限通り廃止)。

0 また、障「鳳措置 (控除率の上限引生成 控除上限・控除率の上乗せ措置)について、適用期限を3年間
延長。

①控除上限のインセンティプ強化 ②控除率のインセンテイブ強化

※ 変動型の控除上限は、3年 F日弓(ア 時ゝ限措置 (令和7年度主 )

300/。
14γo

25。ん
1 現行制度

8.5%
200/。 傾き01,S 傾m2S

本撚

(恒久羅慈 I

29る

-12。お  4(/0 0% 4%   120/o 増篤試験研究賢割合    1%
監120%l雷

※売上高試験研究費割合か100/OlttBの場合tよ通常の控除上[晨 (25。′も)に
100/oまで上乗せ (変動型の控除上限と誌較し高い方を適用)(時限措置)

【時FF、措置の延長】

約37,6威 3006薦 0(】6   129歯   増戯試験研究置割合

(1)控除軍t'l上限につtlテ ー骨Э型10。イo→ 14鮨とする特例に,tゝI連用蒻隅を令コ7年度来まで3年問題霞
(2)売上高言式鞍6舟売聟副合10%超の場合の控除上限・控除率の上乗措置に,いで、運用期限を令租7年度末まで3年固延長

〔参考】増れ試験研究費割合

増減試験研究買の額 (試験研究費の額から比較試験研究費(I)の額を減策t′た金韻)の比較試験研究費に対する割合。
イ前 3年以内に開始したと覇葉年度(J)試験研究買の書員を平均した額。

鰤呻

20

(3-6)中 小企業技術基盤強化税制の拡充及び延長 lF所得税、法人税、法人住民税)

改正概要 【適用期限 (時限措置):令イロ7年度未まで】

拡充・延長

o 中小企業の積極的な研究開発を促進する観点から、
乗せ措置を■部見直した上で、時限措置の3年間の延長を行う〔コロナ特例につしては期限通りに廃止)。

0 また、スタートアiプユプとの臭同研究や高度人材等の活用を促とするため、オープ`ノイプベーション型の見直しや、
デジタル化への対応やより質の高い試験研究をも曹l押しする観点から、試験研究費の範囲を見直す。

1

法人税額
の1096
(時限措置 )

375

法人税額
の2596
(恒久悩置 )

il日久措署L

940/。 1雷加  12坊 J留加 約24%l曽加  私句25%l懺拘8

オープシイノヘーション型におけるスター|アッブび)定義の見直し。高度,外きB研究人材の活用を促す措l署の創設、試験研究費の範囲の見

直し (サービスFァ f日発の対象の拡大、性能向上を目的とt′なlン デ`・デインの言鑑■言式作fよ対象外)                47

千見行制度―――……

改正案 

一傾き035
置上国

‐…
限

売上高試験研究
費割合が100/O超
の場合の控除上
限上乗せ
■ 3年間延長

増減試鹸研究費割合
が9.40/O超の場合つ

控除上BRの上乗せ
けと296超の曙合に
見直した上で
3年間延長

恒久情置の控除上限

控除上限 控除率

その他の見直し

<経済産業省令和 5年度税制改正資料より>
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2研究開発税制 (試験研究費の範囲) 5年度改正

〔令和5年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の概要

イ サービス開発のための試験研究について、既存ビッグデータを活用する場合も対象とされる。

口 性能向上を目的としないことが明らかな、デザインに関する設計及び試作に要する費用が除外され

る。

② 一般的な試験研究費 (いわゆる「ものづくり」に対する試験研究費)

イ 試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究で、新たな知

見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うために要する費用で、各事業年

度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になる 鰐酵望 2の 4⑩トイ(1)、 措令27

の4(勘

(イ)試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費

(■)他の者に委託して試験研究を行う法人が、委託を受けた者に支払う費用。なお、他の者には大格

のない社団等も含まれる。

|ヽ)技術研究組合法第9条第 1項の規定により賦課される費用

技術研究組合法<抄> (昭和36年 5月 6日法律第81号 )

(目的)

第一条 この法律は、産業活動において利用される技術の向上及び実用化を図るため、これに関

する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。

(組合員の資格)

第五条 組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を

直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。

2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法第二条第一

項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法第二条第二項に規定する産業技術研究法人その

他政令で定める者を組合員とすることができる。

第二章 事業

第六条 組合は、次の事業を行うことができる。

一 組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。

二 組合員に対する技術指導を行うこと。

三 訓晩研究のための施設を組合員に使用させること。

四 前三号の事業に附帯する事業
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(費用の賦課)

第九条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課すること

ができる。

2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。ただ

し、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の糸M寸に充てることを約して組合に

金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該

費用の糸M寸に充てるときは、この限りでなヤ比

口 試験研究費に充てるために、他の者から支払を受ける金額がある場合は、その金額を除く (措法4

2の 4⑩…、措通42の 4② -1)。

ハ 売上原価その他の原価の額 (法法22③け)に算入されるものを除く (措法42の 4⑬庁イ)。

二 試験研究とは、事物、機能、現象などについて新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな

応用を考案するために行う創造的で体系的な調査、収集、分析その他の活動のうち自然科学に係るも

のをいう (措通42の 4(1)-1前弱 。

ホ 新製品の製造や新技術の改良、考案、発明に限らず、現に生産中の製品の製造又は既存の技術の改

良、考案、発明に係るものも対象になる (措通42の 4(1)-1後勒 。

へ 試験研究費の額は、以前の繰延資産に掲げられていた試験研究費のように、特別に支出するもので

あることは要求されていなヤ屯

法人税法施行令 (平成刊9年 4月 1日改正前)

(繰延資産の範囲)

第十四条 法第二条第二十四号 峰繰延資産Q諜動 に規定する政令で定める費用は、法人が支出

する費用 (資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)の うち次に掲げる

ものとする。

三 試験研究費 (新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために鶴 嗅故 出

する費用をいう。)

卜 取得時から試験研究のために用いられる固定資産の償却費、除去口損、譲渡損も含まれる。ただし、下

詢③の固定資産等に係る償却費、除却損、譲渡損は含まれない。

チ 人イ牛費の範囲

(イ)専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る (措令 27の 4⑦

― )。
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(口)事務職員、守衛、運転澤等のように試験研究に直接従事していない者に係るものは、試験研究費

に含まれない (措通42の 4(2)-3)。

り 経費の範囲

(イ)法人が自ら行う製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究の用に供する減価

償却資産に係る減緬償却費の額は含まれる (措通42の 4(2)-4)。

(口)特別償却準備金の積立額は含まれない (措通42の 4(2)-4)。

◆う 試験研究用固定資産の除法,損又は譲渡損のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発

的に発生するものは試験研究費に含まれないが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更

新に基づくものは試験研究費に含まれる (措通42の 4(2)-5)。

ヌ 久のものは、試験研究費には含まれない (措通42の 4(1)-2)。

(イ)人文科学及び社会科学に係る活動

(1)ヅバースエンジニアリング l既に実用化されている製品又は技術の構造や仕組み等に係る情報を

自社の製品又は技術にそのまま平副咽することのみを目的として、当該清報を解析することをいう。)

その他の単なる模倣を目的とする活動

0う 事務員による事務処理羽碩の変更若しくは簡素化又は部署編成の変更

① 既存のマーケティング手法若しくは販売手法の導入等の販売技術若しくは販売方法の改良又は

販路の開拓

① 性能向上を目的としないことが明らかな開発業務の一部として行うデザインの考案

lへ) ① により考案されたデザインに基づき行う設計又は試作

(卜)製品に特定の表示をするための許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験

lチl 完成品の販売のために行うマーケティング調査又は消費者アンケートの収集

(')既存の財務分析又は在庫管理の方法の導入

(ヌ)既存製品の品質管理、完成品の製品検査、環境管理

0り 生産調整のために行う機械設備の移転又は製造ラインの配置転換

(ヲ)生産方法、量産方法が技術的に確立している製品を量産化するための試作

(ワ)特許の出願及び訴訟に関する事務手続

0)地質、海洋又は天体等の調査又は探査に係る一般的な情報の収集

③ 新たな役務の開発に係る試験研究費 (IoT、 ビッグデータ、AI等に係る試験研究費)

イ 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として損金算入された金額で、次のいずれか
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に該当するもの (措法42の 4⑥脂イ(2)、 措令27の 4③)

(イ)大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器

若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取

得

(口)(イ)の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われ

る分析として財務省令で定めるもの

◆う (口)のア刀`析lこより発見された法則を利用した当該役務の設計

① (ブうの設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然陛が高いものである

ことその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に

照らして適当であると認められるものであることの確認

口 次のものは、試験研究費には含まれない (措通42の 4(1)-2)。

(イ)製品マスター完成後の市場販売目的のソフトウエアに係るプログラムの機能上の障害の除去等

の機能維持に係る活動

(口)ソフトウエア開発に係るシステム運用管理、ユーザードキュメントの作成、ユーザーサポート及

びノフトウエアと明確に区分されるコンテンツの制作

ハ 倉般 の趣旨

(イ)IoT、 ビッグデータ、AI等を活用した「第4次産業革命」 (※)力削獣す る中、こうした技術

を利用する新たなビジネスの創出を後押しすることが必要として、研究開発税制の支援対象に、こ

れまでの製造業による「モノ作り」の研究開発イ動日え、ビッグデータ等を活用した「第4次産業革命

型」のサービス開発が新たに追加された。

※ 第 1次産業革命 :18世紀・イギリス・蒸気機関による機械化

第 2次産業革命 :20世紀初期・アメリカ。電気エネルギーによる大量生産

第 3次産業革命 :20世紀後期・コンピュータによる自動化

第4次産業革命 :2015年～・AI l人工知能 ″tificial intelligence)イ こよる自律化

二 適用例

(イ)ヘルスケアサービス :センサーにより個人の運動や睡眠状況、心拍等の情報を収集・分析 ⇒ 各

個人に最適なフィットネスプランや食事プラン等を提供

(口)自然災害予測サービス :ドローンにより山地の地形や降雪状況等を収集・分析 ⇒ 的確な自然
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災害予測を提供

◆う 農業支援サービス :センサーにより農地の温度や湿度等を細かく収集・分析 ⇒ 効果的な農作

業隋報を配信

ホ 常J庁曳倉鳴即寺の解説

平成29年度税制改正の解説 楔擁 ホームペー〕

(51 試験研究費の範囲の見直し

試験研究費に下記①の試験研究のために要する下記②の費用が追加されました 鶴法 42の 4

⑥時、措令 27の 4 ②③、措規20①②)。

① 詢 鰯 究

対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の全てが行われる場合におけるそれ

ぞれ次のもの (措令27の 4 ②、措規20①)

(注 1)「封価を得て提供する新たな役務の開発」に該当するためには、その開発を行う法人

にとつて従来提供してこなかつた「新たなサービス」を「対価を得て提供する」ことが必

要であることから、既存のサービスの改良、効率化等又は自社の業務∫費用効率の改善等

は、対価を得て提供する新たな役務の開発には該当しませ猛

イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されて

いる機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収

集された情報の取得

(Dこれは、例えt武 自然災害を予測するサービスの開発に向け、ドローンに搭載された

センサー等を用いて、山岳地域の地形や降雪状況、気温等の情報を自動的に大量に収集

すること等が該当すると考えられます。

口 上記イの収集に係る情報又は上記イの取得に係る情報について、一定の法則を発見する

ために、これらの情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理に関

して必要な知識を有すると認められる者 (以下「時幸R解析専門豹 といいま坑 )により情

報の解析を行う専用のソフトウエアを用いて行われる分析

(注 1)情報処理とは、情報処理の促進に関する法律第 2条第 1項に規定する情報処理をい

います。

(注 2)専用のソフトIンエアには、情報の解析を行う機能を有するソフトIクエアで、その専

用のソフトウエアに準ずるものを含むこととされていま坑 例えば、情報解析に特に優

れたAIや時報解析用にカスタマイズされた汎用ソフトが考えられます9

(注 3)関係法令については、下記の (参考)をご参照くださヤち

ハ 上記口の分析により発見された法則をかl用 したその役務の設計
二 上語ハの設計に係る上記ハの法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いもので

あることその他妥当であると認められるものであること及びその法則を利用したその役務
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がその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

(注 2)「サービス開発」の事例については、上記の要件を満たすかどうかを個男咄こ判断する

必要があるため、具体的に示すことは困難ですが、換言すれば、例えt式 ヤヽわゆる「フィ

ンテック」に係る開発であつても、上記の要件を満たすものであれば、「サービス開発」

に該当すると考えられま丸

② 費用

上記①に係る次の費用 (措令27の 4 ③、措規20②

イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費
(注 1)人件費は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて上記①の試験研究の業務に

専ら従事する者に係るものに限ることとされています鰹論諺 7の 4③耳 、措規20

② 。

(注 2)経費のうち、外注費にあつては、上記の原材料費及び人件費に相当する部分並びに

その試験研究を行うために要する経費に相当する部分 (外注費に相当する部分を除き

ます。)に限ることとされています。つまり、外注先における費用であつても自社にお

いて対象となる費用の範囲と同じ範囲とするものですが、外注先で再度外注先に支出

される費用は、対象となりませ疵

口 他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた

者に対して支払う費用

徽う費用は、上記イの原材料費、人件費及び経費イ軒目当する部分に限ることとされていま

坑

④ 棚卸資産、固定資産、繰延資産の取得価額等に含まれる研究開発費

イ 棚卸資産、固定資産の取得、又は繰延資産となる費用の支出に伴って、研究開発費として損金経理
をした金額で、棚卸資産、固定資産の取得費、又は繰延資産の額に算入される金額で次のものをいう

朧 42の 4⑩時口)。

(イ)試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費

(口)他の者に委託して試験研究を行う法人が、委託を受けた者に支払う費用

口 「研究開発費として損金経理りをした金額には、研究開発費の科目をもつて経理を行っていない金
額であつても、法人の財務諸表の注記において研究開発費の総額に含まれていることが明らかなもの

が含まれる (措通42の 4(1)-3)。

ハ 改正の背景と目的
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ため、研究開発税制において、クラウド環境で提供するソフトウエアなどの自社利用ソフトウエアの普

及が拡大していることも踏まえ、自社利用ソフトウエアの取得価額を構成する試験研究に要した費用に

ついて、本税制の対象に追加する。

<税制改正大綱「令和 3年度税制改正の基本的考え方」>

二 従来から、パッケージソフトウエアをCD― ROM等で販売する場合は、製品マスターの制作費が

ソフトウエアの取得費になり、それまでに発生した費用はすべて企業会計上も法人税法上も研究開発

費とする処理が認められている。

ホ これに対して、S a a S 6oftware as a Service)な ど、ソフトウエアをクラクド上で提供する場

合は、役務提供のためのソフトウエアとして自社利用目的のソフトウエアに該当するため、会計上は

研究開発費に該当するものの、法人税法上は資産として扱われる場合がある。

へ 令和3年度の改正により、会計上は研究開発費として費用に計上した上で、法人税法上は申告調整

によつて資産の取得費として扱われたものについて、研究開発税制の対象に含めることができるよう

にされた。

卜 法人税法上は損金の額に算入されないが、研究開発税制の対象に含めることができる点が特徴とい

える。

<令和 2年 12月 自民党税制調査会配付資料より>

ソフ トウエア制作費の会計・税務処理 (イ メージ)

※ 例 えば 、自社′ア,サーバー にある ソフ トウエア をクラウ ドを通 じて渥資客に提供す る場合な どが該 当す る。

ツフトウエア

の制作目的

自社利用 目的 鞣 )

(ソ フ トウエアの利用によ り将来の収益獲得又は

費用削減が明 らか と認め られ るか )

市場販売 目的

(製品マスターの制作費 )

認め られ ない 不 明 認め られる
研究開発の

終 了時点

研究開発終了後

製品マス ター

の制作原価

機能の改良・ 強

化を行 う制作活

動のための費用

会計処理 費用 資産

(著 しい改良は

研究開発費 )

費 用 資産 費 用 貴 産

税務処理

O法人税基本通連 7-3-13の 3(抄 )
(ソフトウエアの取得価観に算入しないことができる費用)

7-3-15の 3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(2)研究開発費の額 (自社利用のソフトウエアについては、その利用により輝業のJ又務湛得又1よを用削減にならないこと

が明らかなものに3晨るぃ)
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ⅥI令和6年 4月決算 (6年 4月 1日以後終了年度)から適
用される主な項目

1特定資産の買換えの場合等の課税の特例 (適用要件の厳格化)
5年度改正

措法65の 7① (特定資産の買換えの場合の課税の特例)

【令和6年 4月 1日以後に譲渡する資産から適用】

① 改正の背景と目的

本制度は、土地政策又は国土政策の観点から、特定の地域からの追い出し促進や、土地の有効利用促

進といつた政策目的を達成するための買換えについて課税の特例を認めるものですが、土地等の売買取

引を多く行う大企業等において、申告時にその売買取引を並べた上で各措置の要件に合致する譲渡資産

と買換資産の組み合わせを事後的に作成し、適用を受けるという実態があることが指摘されていました。

制度の適用期限を延長するに当たつては、このような状況を是正し、本制度をインセンティブ措置とし

て適切に機能させる必要があることから、令和 5年度税制改正では、譲渡 (又は取得)後一定期間内に

本制度の適用及び適用を受ける賀換え (譲渡資産と買換資産の組み合わせ)に関する事項の届出を適用

要件とすることとされました。

<財務省「令和 5年度税制改正の解説」>

② 改正の概要

イ 譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日の属する3月期間の末日の翌日以後 2月

以内に、本特例の適用を受ける旨、適用を受けようとする措置の別、取得予定資産又は譲渡予定資産

の種類等を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に届け出ることが適用要件1勤日えられた。

口 先行取得の場合、特別勘定を設けた場合、特定の資産を交換した場合は除かれる。 (う暫子取得の場合

と特別勘定を設けた場合は、既に届出書の提出が規定されているため。)

ハ 上記の「3月期間」とは、その事業年度をその開始の日以後 3月 ごとに区分した各期間をいう。
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3月決算法人の場合の例

4月 6月 7月 9月 10月    12月 1月 3月

2か月

合
11月末まで1ヨ嘱出書提出

ホ 措置法65条の7第 1項柱書きの内容 (関係部分以外のかつこ書きは省冊各l

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

第六十五条の七 法人が、昭和四十五年四月一日から令和人年二月二十一日までの期間内に、その

有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む

事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内

に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供した

とき、又は供する見込みであるときは、当該買換資産 (政令で定めるところにより納税地の所轄

税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につ

き、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の人十の範囲内でその帳簿価

額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金

額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときに限

り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損

金の額に算入する。

へ 宥恕規定は設けられていなヤ屯

卜 圧縮記帳の処理誤りについては、圧縮記帳の目的が課税の繰延べであることから、税額の回復が可

能であるとして、税理士職業賠償保険の対象にはされていなセ屯

チ 譲渡資産の譲渡時期と買換資産の取得時期との関係 惨つ

先行取得(特例) 先行取得
早
原 則 特別勘定   特別勘定(特例)

◎ ヤヽずれの場合も、取得した日から1年以内に事業の用に供しなければならなヤ屯

3

瑚
▲百融

前々々期 前々期 醐 醐 翌々期 翌々々期
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特定の資産の買換えの場合の課税の特例

の 適 用 に 関 す る 届 出 書

（
規

格

Ａ

４

）

※整理番号

納   税   地
T

月自言舌(      )

(フ リ ガ ナ )

法 人 名 等

法 人 番 号

フ リ ガ ナ )

代 表 者 氏 名

代 表 者 住 所

事 業 種 目 業税務署長殿

絣 Π 年  月  日

自 令和  年  月  日
事業年度において取得をする下記の資産につき、

至 者耳日 年  月  日
□ 秘税胸別措置法第笛条の 7第 1項又は9項
□ 租税詩別措置法第65条の 7第 3項     の規定の適用を受けたいので、下記のとおり届け出まi
(同条第 10頂において準用する場合を含とゝ)

記

譲渡日又は取得日を含む

3  月  期  間
令和 年 月 日 力ち 抑 年 月 日

種 類

構 造 又 は 用 途

模規

所  在  地

年   月   日譲渡 (予0年月日 年   月  日 年   月   日

譲 渡 価 察買

E□

譲 譲

渡

見
渡

込
資

資

産 産

帳 簿 価 額

種 類

構 造 又 は 用 途

規 模

所  在  地

年   月   日取得 (予0年月日 年     月    日 年   月   日

取 得 価 額

□ 医

取 取

得

見
得

込
資

資

産 産

=初
暢 招翻 窮 65菊ゆ7

第 1勲朔V洛号の殴ノス,

その他参考となるべき事項

税 理 士 署 名

※税務署

螂

部

門

態
期

業種

番 号

番

号

整理

簿

備

考

通 信

日付 印
年 月 日 確認

0506改正
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特定の資産の買換えの場合の課税の特例

の適用に関する届出書の記載要領等

1 この届出書は、法人が租税特別措置法 (以 ド「措置法」といいます。)第 65条の 7第 1項若しく

は 9項 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)又は同条第 3項 (同条第 10項において準用す

る場合を含みますぅ以下同じです。)の規定の適用を受ける旨を届け出る場合に、その法人が必要

事項を記載して提出してください。

2 この届出書は、以下の期限までに納税地の所轄税務署長に 1通 (調査課所管法人にあつては 2通 )

提出してください。

(1)措置法第 65条の 7第 1項又は第 9項の規定の適用を受ける場合

措置法第 65条の 7第 1項の表の各号の上欄に掲げる資産 (以下「譲渡資産」といいます。)を

譲渡した日 (同 日前に当該各号の下欄に掲げる資産 (以下「買換資産」といいます。)の取得を

した場合は、その取得の日)を含む 3月 期間の末日の翌日から2月 以内

※ 3月 期間とは、事業年度をその開始の日以後 3月 ごとに区分した各期間 (最後に3月 未満

の期間を生じたときは、その 3月 未満の期間)をいいます。

(2)措置法第 65条の 7第 3項の規定の適用を受ける場合

買換資産の取得の日を含む事業年度終了の日の翌日から2月 以内

3 届出書の各欄は、次によリロ己載してください。

また、この届出書に記載しきれない場合には、別紙に記載してください。

(1)措置法第 65条の 7第 1項、第 3項又は第 9項のうち、適用を受ける規定に応じて該当する□

にレ印を付してください。

悩 措置法第 65条の 7第 1項又は第 9項の規定の適用を受ける旨の届出をした法人 (「取得資

産」及び「譲渡見込資産」について届け出る法人に限ります。)が、譲渡見込資産の譲渡を買

換資産の取得の日の属する事業年度内にできなかった場合に同条第 3項の規定の適用を受け

ようとする場合は、改めて同項の規定の適用を受ける旨を届け出ていただく必要があります

ので留意してください。

(2) 「譲渡日又は取得目を含む 3月 期間」欄には、譲渡資産の譲渡の日又は買換資産の取得の日

のいずれか早い日を含む 3月 期間を記載してください。

なお、措置法第 65条の 7第 3項の規定の適用を受ける場合には記載不要ですっ

(3) 「譲渡資産」若 しくは「譲渡見込資産」又は「取得資産」若 しくは「取得見込資産」につい

て、それぞれ該当する国にレ印を付してください。

なお、「譲渡見込資産」の国にレ印を付した場合は「構造又は用途」欄、「規模」欄、譲渡価

額」欄及び「帳簿価額J欄を、「取得見込資産」の国にレ印を付した場合は「構造又は用途」欄、

「規模」欄及び 「取得価額」欄を、それぞれ記載する必要はありません。

(4) 「種類」欄及び「構造又は用途」欄は、その資産が減価償却資産である場合には、減価償却

資産の耐用年数等に関する省令別表に定めるところに準じて記載してください。

(5) 「規模」欄は、その資産が、土地等、建物、構築物等にあつてはその面積等を、機械及び装
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置等にあつては処理能力等を記載してください。

(6) 「所在地」欄は、その資産が船舶である場合は記載する必要はありません。

(7) 「帳簿価額」欄は、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を記載してください。

(8) 「租税特別措置法第 65条の 7第 1項の表の各号の区分」欄は、取得をした又は取得をする見

込みである資産のその適用に係る措置法第 65条の 7第 1項の表の各号の区分を記裁してくだ

さい。

(9)「税理士署名」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が

署名してください。

(10) 「※」欄は、記載 しないでください。

4 留意事項

法人税法第 2条第 29号の 2に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の

欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。

措置法65条の7第 1項

同     第 3項

同     第 9項

譲渡した事業年度と取得事業年度が同じ場合

先行取得資産の特例を受ける場合

買換資産を適格分割、適格現肋出資、適格現物′刀`西醜こよって移転する場合
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2中小企業等事業再編投資損失準備金制度の拡大 6年度改正

措法56 措令32の 3 轄規 21の 2(中小企業事業再編投資損失鑢

【特別事業再編計画に基づくものについては、産業競争力強化法の改正法の施行日から令和9年 3月 3

1日までの間に認定特別事業再編討輌による株式又は出資を購入した場合に適用、それ以外の株式等

については、令和3年 8月 2日から令和9年 3月 31日までの間に事業承継に係る経営力向上計画の

認定を受けて他の法人の株式又は出資を購入した場合】

① 改正の背景と目的

「成長と分配の好循環」を実現するためには、三位一体の労働市場改革など、わが国のナヒ庁生
J性を引き

上げる構造的な改革が必要となる。その中で、多くの国民の生活基盤である地域経済において、経済活

動の大黒柱である中小企業の生産lオキ_の向上や経営基盤の強化を促し、中堅企業へと成長を後押ししてい

くことが重要となる。

こうした認識の下、令和 6年度税制改正においては、中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充す

ることとする。

具体的には、成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業を子会社化し、グループー体となつ

て成長していくことを後押しするため、複数回のM&Aを実施する場合には、積立率を現行の70%か

ら最大 100%に拡充し、据置期間を現行の5年から10年に延長する措置を講ずる。

こうした措置により、中小企業の従業員の雇用を確保しつつ、成長分野への円滑な労働移動を確保す

ることとする。

<税制改正大綱「令和6年度税制改正の基本的考え方」>

② 拡大枠に対する改正の概要

イ 令和 3年度税制改正において、中小企業がM&Aによつて取得した株式について簿外債務や偶発債

務が将来顕在化することによるリスクに備えるため、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定

を受けて他の法人の株式等を購入によつて取得した場合には、その株式等の取得対価の額の70%以

下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積み立てた額を損金の額に算入し、その5年

後から5年間で均等に取り崩して益金の額に算入する制度力靖J設され亀

口 今回の改正において、グループ化に向けた複数回のM&Aを念頭に置いた産業競争力の改正に対応

するため、従来の制度に加えて「拡充枠」として積立て限度額を増大するなどの見直しが行われた。
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ハ 産業競争力,釘ヒ法の改正法の施行日から令和 9年 3月 31日までの間に、産業競争力]釘ヒ法の特別

事業再編計画 (仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者 (mが 対象になる。

二 認定を受けた特別事業再編計画に従つて、他の法人の株式等を購入するM&Aを行い、取得の日を

含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合に適用が認められる。

ホ 将来、取得した法人に関して簿外債務や経営統合ジスク等の発生によつて株式等の価格が低落する

ことによる損失に備えるため、中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み

立てた金額は、その事業年度において損金算入が認められる。

へ 損金算入限度額は、ルレープ化に向けた複数のM&Aによる取得に備えるために、株式の取得価額

に対して 1社目は取得価額の90%、 2社目以後は100%(従来制度は70%)と される。

卜 中ノよ途業等事業再編投資損失準備金は、拡充枠については10年間据え置いた後、5分の 1ずつを

均等に取り崩して益金の額に算入する。

チ 中小企業等事業再編投資損失準備金は、繰越利益剰除金の取り崩しによつて純資産の部に績み立て、

申告調整によつて損金算入を行う。

<経済産業省・令和 6年度経済産業関係税制改正について>

(2-2)中 小企業事業再編授資損失準備金の拡充及び延長
(中 堅・ 中 旭 グヽ ル ー プ fヒ税 制 )           怯 大税・法 人住民税・鶉 訥 )

。成長憲欲のある中堅 `中小企業が、複数の中小企業を子会社rとし、競会
,ネ上の強み0積展開や経営の効率

とによつて、勿レープーはとなつて飛躍的な成長整 げることが期待される中、グルー労とに向けて複数回の

M&Aを実施する場合、簿外債務リスクや経営統合リスクとい研齢鮒部ス郊 課題。

0こうしたリスクも踏まえ、塀晦め中小企業事業再編股資偏失雄備金を拡充・延長し、中堅・中小企業li~よるゲ)レー
プイとに向                する畑朔置宝婆聖握屡凹醒盟醒豊回凶鶴盟理璽超空劉副設する。

改正概要 ※所写が改正箇所  〔通啜期限 :令和 8年度来】

<ゲ拶♭―プ化に向けた複数回のM&A> 5年 間均等取崩
【益金算入】

【損金算入】

拡充・延長

株式取得

的鮮
弼輝璽鸞即

ゲザレープー体での成長を実現

号  号
【拡充枠】中堅。中Jヽ企業の複数回M&Aを後孝甲しX3,4

①積立率の上F風拡大 ②据置期間の

(2回目90%・  大幅な長期化
3回日以「肇1000/o)  10年 間

1回目 2回目 3回 目・

髄 山

認′ゼ′
'チ
ら‖禁 茅範まで嚇 短縮できるよう、計画諺 ブロセ々 民芭砿

帯外模務熊 党眈 善によ,、 嵐損処理を行 )菱憲や、嗽得り群 式々売却りと場合善にな、準備笠 取り落し、
産柔競争力強化瀾 二れ て新設芽斜碗 i壷けるこび 嚢律 砿 充枠「よ過去 う宇ウ:内に阿圧AO鶏 助

'要
,

中堅生業は2回日,陸アプ
“
'lAか
ら活用可能ト 17

農風憲向を有し、侵れた経営を行う企素

A社
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3交際費課税制度 6年度改正

措法61の4 措令37の 5(交際費等の損金不算入l

【令和6年 4月 1日以後に支出する飲食費から適用】

イ 少額飲食費の範囲が1人当たり1万円以下 (改正前 5,000円以下lに引き上げられた。
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ⅥII令和 6年 10月決算 (6年 10月 1日 以後終了年度)か
ら適用される主な項目

1中小企業倒産防止共済に再加入した場合の損金算入の制限
6年度改正

措法66の 1l①二、② (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

【令和6年 10月 1日以後に解除した共済契約ら適用】

① 改正の概要

イ 中小企業倒産防止共済掛け金の損金算入の特例について、事業者がその共済契約を解除した後に、

再び共済契約を締結した場合には、その事業者がその角子除の日から2年を経過する日までの間にその

共済契約について支出する掛金については、損金算入の特例が適用できないこととされる。

口 倒産防止共済掛金の掛金については、保険料等として費用処理しているケースが見受けられるが、

解約をした場合には掛金相当額が事実上返戻されることから、掛捨型の保険ではなく積立型の保険と

いえ、本来は掛金を資産に計上したうえで申告調整によつて損金算入することが本来の処理といえる。

ハ 倒産防止共済掛金を支払つた場合には、必ず、別表 10(7)の添付が必要とされる。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)<抄>

第66条の11 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は

信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事

業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防

止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

2 前項 (第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解

除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過す

る日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しなヤ屯

3 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合

には、適用しな▼屹 ただし、当該添付がない確疋
~申
告書等の提出があつた場合においても、その添付

がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出

があつたときは、この限りでなヤち
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社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売

却に係る所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入

及び特定業牟賞連動給与の損金算入に関する明細と
十

六

・
四

・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

工 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除に関す る明細書

Ⅲ 特 定 の 基 金 に 対 す る 負 担 金 等 の 損 金 算 入 に 関 す る 明 細 書

V 特 定 業 績 連 動 給 与 の 損 金 算 入 に 関 す る 明 細 書

業

度

事

年
法 人名

I 社 会 保 険 診 療 報 酬 に 係 る 損 金 算 入 に 関 す る 明 細 書

4

円

亜業又は歯科医業に係る総収入金額 1

円
業
額

医

の

科
費
歯
経
は又
る

業
係

医
に

会
経
社ち
る

の
係

上同

に
保険診療報酬
費 の 額 5

同 上 の うち 社 会 保 険 診 療 報 酬
に 係 る 収 入 金 額

2

6
隕 金 算 入 限 度 警

(16)

((1)の金額が7、 000万 円超である場合は0)
3

損

金

算

入

額

の

計

算

金 入 額算

一

損 金 算 入 限 度 額 の 計 算

社会保険診療報酬に係 る収入金額 法定経費率による経費の額

12

円

2,500万 円 以 下 の 金 額 7

円

⑭X鵠

8 0× 器 132,500万 円を超え 3,000万 円以下の

金額

0× 鵠 143,000万 円を超え 4,000万 円以下の

金 額
9

15
4,000万 円を超え 5,000万 円メ下の

金額
10 (1叫 話

11
計

(12)+(13)十 (14,十 (15)
16計 (2)

(7)+(8)十 (9)十 (10)

譲
渡
原
価

の
額

の
計
算

肉用 牛 の売却 に係 る原 価 の額 17

円 特

別

控

除

額

の

計

算

肉用牛の売却 に係 る収益 の額 20

円

肉用牛 の売却に係る経 費の額 18
譲 渡 原 価 の 額

(19)
21

譲 渡 原 価 の 額
(17)十 (18〉

19
特 控

一

除 鶴

(21 )
22

基 金 に 係 る 法 人 名 23

基 金 の 名 称 24

不 番 号 25
第 号 第 号 第 号 第 号 第 号

当 期 に 支 出 した 負 担 金 等 の 額 26

円 円 円 円

同上のうち損金の額に算入した金額 27

特定業績連動給与の支給を受ける役員
の氏名

28 計

特定業績運動給与の算定方法に係る報
酬委員会の決定等をした日

29

特 定 業 績 連 動 給 与 の 警 30

円 出 円 円 円

同上のうち損金の額に算入 した金額 31
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Ⅸ 令和 7年 3月末決算 (6年 4月 1日以後開始年度)から
適用される主な項目

刊賃上げ促進税制の見直し 6年度改正

措法42の 12の 5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控Ю

〔令和6年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用】

① 改正の背景と目的

物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡げ、効果を深めるため、賃上

げ促進税制を3釘ヒする。

具体的には、従来の大企業のうち、物価高に負けない賃上げの牽引役として期待される常時使用従業

員数2,000人超の大企業については、より高い賃上げへのインセンティブを強化する観点から、継続

雇用者の給与等支給額の3%以J曽力日との現行の賃上げ率の要件は維持しつつ、継続雇用者の給与等支

給額の増加に応じた控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設し、従来の4%イ勃日え、

5%、 さらには7%の賃上げを促していく。

また、従来の大企業のうち、地域における賃上げと経済の好循環の担い手として期待される常時使用

従業員数 2,000人以下の企業については、新たに「中堅企業」と位置付けた上で、従来の賃上げ率の

要件を維持しつつ、控除率を見直し、より高い賃上げを行いやすい環境を整備する。

一方で、中小企業においては、未だその6割が久損法人となつており、税制措置のインセンティブが

必ずしも効かない構造となっている。しかし、わが国の雇用の 7割は中小企業が担つており、広く国民

の構造的・持続的な賃上げを果たしていくためには、こうした企業に賃上げの裾野を拡大していくこと

は極めて重要な課題である。

こうした観点から、本税制をより使いやすいものとしていくため、従来の賃上げ要件・控除率を維持

しつつ、新たに繰骸控除制度を創設し、これまで本税制を活用できなかつた赤字企業に対しても賃上げ

にチャレンジいただく後押しをする。

具体的には、賃上t淵醐 侑Jの税額控除の額について、当期の税額から控除できなかつた分を5年間

という前例のない期間にわたつて繰り越すことを可能とする。

また、持統的な賃上げを実現する観点から、繰越控除する年度については、全雇用者の給与等支給額

が対前年度から増加していることを要件とすることとする。

これらの措置に加え、雇用の環境を改善するため、人材投資や働きやすい職揚づくりへのインセンテ

ィブも付与することとする。具体的には、教育ン陳費を増加させた場合の上乗せ要件については、令和

4年度の適用実態等を踏まえ、その適用に当たつて一定程度の教育訪陳費を確保するための措置を講じ
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た上で、適用要件の緩和を行い、活用を促造することとする。

併せて、子育てと仕事の両立夷援や力性活躍の推進の取組みを後押しする観点から、こうした取組み

に積極的な企業に対するナ享生労働省による認定制度 (「くるみん」、「えるぼし」)を活用し、控除率の上

斡 を講ずる。

これにより、賃上げ促進税制の最大控除率は、大企業・中堅企業については、現行の30%から見直

し後は35%に、中刈ヽ企業については、現行の40%から見直し後は45%に引き上がることとなる。

その結果、賃上げ促造税制の位置付けは、賃金だけでない「働き方」全般にプラスの効果を及ぼすよう

な税制措置となる。

中ノ〕蝶 の賃上げには、中小企業自身の取組みイ劫日え、大企業等の取引先への労務費も含めた適切な

価格転嫁も重要な要素となる。こうした観点から、「従業員への還元」や「取引先への画課剥 んゞ必要なマ

ルチステークホルダー方針の公表が要件となる企業の範囲を、中堅企業枠の創設に伴い拡大することと

する。

また、インボイス制度の実施に伴い、消費税の免税事業者との適切な関係の構築の方針についても記

載が行われるよう、マルチステークホルダー方針の記載事項を明確化する。

また、多額の内部留保を抱えながら賃上げや国内投資に消極的な企業に対し、その活用を促す等の観点

から、特定税額控除規定の不適用措置について、要件を強化する。

構造的・持続的な賃上げの動きを拡げていくことは、日本経済が成長と
ノ刀`西己の好循環を果たしていく

上で欠かすことのできない要素である。企業が支払う賃金は、賃上げ分を含めて全額が損金算入される

中、これt勤日えて賃上げ分の最大35～ 45%を税額控除する本税制は、税制としては異例のものであ

る。

賃上げを思い切つて後押しするためにこうした異例の措置を講じている中、企業に対しては、新たに

強化された賃上げ促進税制を活用し、賞与や一時金だけではなく、ベースアップによつて、強力に賃上

げを実究することを期待したしち

<税制改正大綱「令和6年度税制改正の基本的考え方」>

② 改正の概要 (大企業向け)

イ 雇用者給与等支給額 (※)の対前年増加額に乗ずる控除率は、酪麟 用者給与等支給額の増加割合」、
「教育訓練費の増力晴J旬 、「仕事と子育ての両立支援・女

J性活躍支援の水準」の3要素ごとに判定さ

れる割合の合計とされる。

※ 国内雇用者 (役員及びその親族を除く)に対するすべての給与の額をいう。

口 継続雇用者給与等支給額の
'曽

カロ害1合による控除率は、次のとおりとされる (かつこ内は改正詢 。

ll曽力晴J捨∋    O空 躙
3%以上    10%(15%)
4%以上    15%(25%)
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5%以上

7%以上

20%

25%

ハ 勃清司I購の増力晴1合による控除率は、次のとおりとされる (かつこ内は改正諭 。
l増力日害lS         僻躙

10%(20%)以 上 (※)     5%
※ 教育訓練費の額が、雇用者給与等支給額のO.05%以上である場合に限ることとされた。

二 両立支援 (く るみん)または女性后躍支援 (えるばし)の水準

l種 鋤    lフ kり  僻際わ

両立支援 (く るみん)   プラチナ      5%

女l性活躍支援 (えるばし) プラチナ      5%

くるみん :次世代育成支援対策推進法による認定

えるばし:女陛の職業生活における活躍の推進に関する法律による認定

ホ 最高の控除率は、35%(25%+5%+5%)に なる。

へ 法文上は、大企業今の制限はなく、すべての法人が適用の対象になる。

卜 控除上限は、法人税額の20%と される。

③ 改正の概要 (中堅企業向け)

イ 中堅企業とは、常時使用する従業員数が2,000人以下の企業をいう。

口 雇用者給与等支給額 (※)の対前年増加額に乗ずる控除率は、聯隣 用者給与等支給額の増加割合」、
「教育訓練費の増加割旬 、「両立支援・女l性活躍支援の水準」の3要素ごとに判定される割合の合計

とされる。

※ 国内雇用者 (役員及びその親族を除く)に対するすべての給与の額をいう。

ハ 継続雇用者給与等支給額の増加割合による控除率は、次のとおりとされる (かつこ内は改正訥 。

lナ曽力日害J合)      O劉除嘲⇒

3%以上    10%(15%)
4%以上    25%(25%)

二 教育訓練費の増加割合による控除率は、次のとおりとされる (かつこ内は改正諭 。
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(増加割合)          lキ クニ七除発
10%(20%)以 上 (※)     5%
※ 教育訓練費の額が、雇用者給与等支給額のO.05%以上である場合に限ることとされた。

ホ 両立支援 (く るみノッlまたは女,聟舌躍支援 (えるばし)の水準

l不重 寿動      lァ k肇9   懲空躙

両立支援 (く るみん)   プラチナ      5%

女l四舌躍支援 (えるばし) 3段日以上    5%

へ 最局の控除率は、35%(25%+5%+5%)に なる。

卜 法文上は、資本金が 1億円以下の法人も適用の対象になる。

チ 控除上限は、法人税額の20%と される。

④ 改正の概要 (中小企業向け)

イ 中小企業とは、原則として資本金 1億円以下の法人、又は常時使用する従業員数が1,000人以下

の個人企業をいう。

口 雇用者給与等支給額 (※)の対前年増力日額に乗ずる控除率は、曜用者給与等支給額の増加割合」、
「教育訓練費の増力晴J合」、「両立支援・女J陛活躍支援の水準」の3要素ごとに判定される割合の合計

とされる。

※ 国内雇用者 (役員及びその親族を除く)に対するすべての給与の額をいう。

ハ 雇用者給与等支給額の増加割合による控除率は、次のとおりとされる (かつこ内は改正諭 。

(士曽ノJ晴lS     O空 移鉾華⇒

1.5%以上    15%(15%)
2.5%以上    30%(30%)

二 教育訓練費の増力暗1合による控除率は、次のとおりとされる (かつこ内は改正的 。

l増力日割合)           (控 除玲
5%(10%)以 上 (※)     10%
※ 教育訓練費の額が、雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に限ることとされた。

ホ 両立支援 (く るみん)または女性括躍支援 (えるばし)の水準
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l′種 類l

両立支援 (く るみアッl

女性活麟   (えるばし)

lアkЮ
トライ以上

2段日以上

的

5%
5%

へ 最局の控除率は、45%(30%+10%+5%)に なる。

卜 控除上限は、法人税額の20%と される。

チ 控除できなかつた額については、5年間の繰越し可能とされる。ただし繰越額を控除する年度にお

いて、雇用者給与等支給額が前年度よりも増加していることが必要。

り 最高の控除率である45%の適用を受けるためには、給与等の増加額の2.25倍の法人税額が必要

になる。

法人税額 XO,2≧ 雇用者給与等支給増加額 × 0。 45

法人税額 ≧雇用者給与等支給増加額 × 2.25

雇用者給与等支給増加額が100万円とした場合に必要とする法人税額 :225万円

法人税額が225万となるためには、所得金額が1,252.6万円必要

800万円 X 15%   =1,200,000円

452.6万円 × 23.2%=1,050,000円

計          2,250,000円
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賃上げ促進税制 (見直しの基本的考え方)(案)

資本金 1億円

X従業員放2,000人 以下の往前の大I″業のうち、当隊企業
'チ

擬調厭銃盤鷲母建繁絲譜謡鱗輩「
数

2

物価高に負けない賃上げの牽弓1役であり、より高い賃上げ

へのインセンテイプを強化するため、現在の 39るの質上げ

率の要件は継持しつつ、段階的に 7'6までの、さらに高い

賃上げ率の要作を創設。

中竪企業

「中堅企業」の新たな枠を創設し、地域の良質な雇用を支

える中堅企業にも、賃上げをしやすい環境を整備。

約 2,1万社
(全休の0.716)

徒前の
「大企業J

中小企業
約284万社
(全体の0943%)

「大企業』

中Jヽ企業

質上げ率の要件 (1.SC/o、 2.5。/o)及び控除率は現行を維持。

賃上げの裾野を一層広げるため、意事の中小企業にも賃上

げインセンテイプとなるよう、繰越控除憎置を創設。

人への投資

教育翻籐資を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和する

とともに、子育てとの蘭立支握や宝強活隠支援に積極的な

企業への上乗せ措置を創設。

<令和 6年度改正/自民党税制調査会配布資料より>

<令和6年度改正/自民党税制調査会配布資料より>

0仕事と子育ての両立や女性活躍支援の促進

■ 仕事と子育ての面立や女性の活躍推進に績観的な企業へのインセンテイプをどうすべきか。     :

Oくるみん ♂ lif ・
(1既要)仕事と予育ての両立サポートや、多様な労種b条件・環境整備等 1に汗貢極的に取り組む企業に対する認定

認定基準 (一部,表′l峰'〉

男性育体取得率 女性脅体取得率

トライくるみん 70/。 75。/o

くるみん 100/o 750/。

プラチナくるみん 30% 750/o

○えるばし奪■◇ ◆ 学
(概要 )

基本の 5つの基準 認定基準 (一都抜粋)

えるばし (1段階自)
1採用
(男女の競争倍率み`T口司千星lヨ・正社員に占める女性比

率 ,)(薩整平均以上 )

2々1芽続蹴業

(女性の平均動統年数が男性の難 等 )

3労働時題等似動き方
(平均残 業45h/月 末涌等 )

4.管理 R競比率

(女性の管理H駐比率ゅ垂差聖豊以上)
5多r簑なキャリアコース
(正社員への転換、子育て世1ヽ女性の正社員採用 )

5基準のうち1つ又l,2つを発足

えるぼし (2F`!階目) S基募のうち3つ うでは4つた充解

えるばし (3段階自) 5基準全て充足

プラチナえる(ぎし

5基夕t全て充足 く通常のえるばし基準よりも厳しい基
準 :女性の平均勤統年数が男性
のヨ蝕区よ、支性の雷I里職比率が

逓業平均の15億以上等)かつ行
動言tF芭」の目標の達成が機務
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X令和7年 4月決算 (7年 4月 1日以後終了年度)から適
用される主な項目

1中小企業投資促進税制 (特別償却型)の延長 7年度改正

措法42の 6、 措令27の 6、 措規20の 3(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償去「又は法人

税額の特別控n

〔令和7年 4月 1日から令和9年 3月 31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用】

令和 7年度税制改正において適用期限が2年延長され、令和 9年 3月 31日 までの間に取得等をして

事業の用に供した場合に適用されています。。

制度の内容は、「Ⅳ 令和 5年 4月決算 (5年 4月 1日以後終了年度)から適用される主な項目」をご

参照くださVち

中 を 企ヽ 業 投 資 促 進 税 制 の 延 長 lP万得税・法人税・法人住民税 事業税〕
延長

。 中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しする勘 、一定の中 溜B含に、
潮t離除 (716紫〕又は特層】鶴却 (3096)の適用を認める措置.

※税額鰻隠は資本

'3,000万
円以下の中小企業者顎 t霞る

0

己箕正概要 【適用期限 ;令和8年度来(2026年度求)まで】

※①中古品、e貸付の用に供する設備、o区名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業 (主要な事業である
ものを猥字(a)の用に供する機椛装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外
業総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る(重l土交通省への届」ョが必要

16

対象者
中小企業者等 (貞本命額 ユ億円以下の法人、醍業協同梱合、商店街燻興ヤ孝:合等 )

従摯員数 1′ 000人 以下の個人事業芝

対象業種

理造策、景〕設摯、語筆、株業、漁巣、水疫霊Я白業、蹴整、知売葉、ユ雷路要物輝浪叢、自月:葉、

藩洛距送業、ガス果、おヽ売柴、料理店棠モ
`ア

)他のakA店 秦 (料亭、アく一、キヤノぐレー、ナイトクラプその他これ1ぅ に箱する事業に
'し
てヽは牛活衛

生同華淳層合の組合員が言うものに限る。)、 一般旅客自動軍薄ム業、湖洋揮輸業及び治海1奪鯨業、内航鮎舶戯鴻業、旅行葉、こん包紫、観lF増、

通信無、損密保険伸 皇業及びサービス驚 (映 l面拳以外の蝦葉驚走除く)、 不動雇驚、物品賓斑業

単性風俗田二々特殊宙築に:夕当するものは除く

購 鰤

摯電械及び装置 【1含 150万円以上】

測定工具及び検蒼工興 【1台 120万 以上、 1台 30万円以上かつ狼執合計 120万 円以上】

一黛のソフトウエア 【―のソフトウエアが70万円以上、捜散合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、T,8発研ずし用のもび)、 サーパー用OSのうと手一定のものなどは除く

貨物白勤草 (撃両総垂量3 5トン以上)・ 内航船舶 (取得価格の75%が対象〕
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2中小企業経営強化税制 l鳳口時償却型)の見直しと拡充 7年度改正

措法42の 12の 4、 措令 27の 12の 4、 措規20の 9(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得

した場合の特別償去,又は法人税額の特別控附

【令和7年 4月 1日から令和9年 3月 31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用】

令和 7年度税制改正において見直しと拡充が行われた上で、適用期限が2年延長され、令和 9年 3月

31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用されています。

ここでは、令和 7年度改正に改正された部分を中心に取り上げていま現

制度の概要については、「IV 令和 5年 4月決算 (5年 4月 1日以後終了年度)から適用される主な項

目」をご参照くださし竜

① 改正の背景と目的

中小企業は、雇用の7割を抱える、わが国にとつて重要な経済主体であり、その健全な成長が地域経

済の維持 。発展のために不可欠であるが、小規模事業者やスタートアップ企業、さらには地域経済を牽

引する企業や大きな成長力を有する企業など様々な態様がある。その中でも、売上高100億円を超え

るような中小企業は、輸出や海外展開等により域外需要を獲得するとともに、域内調達により新たな需

要を創出する地域の中核となる存在であり、そうした企業を育成することで、地域経済に好循環を生み

出していくことが鍵となる。

そのため、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切つた設備投資を行うこと

ができるよう、中小企業経営3釘ヒ「光常Jを拡充し、対象設備に建物を加える。また、食品等事業者がワン

ストップで同税制を活用できる仕組みを構築する。同税制は、EBPM等 の観点を踏まえ、適用要件等

の見直しを行つた上で、中小企業投資促進税制とともに適用期限を2年延長する。

<税制改正大綱「令和 7年度税制改正の基本的考え方」>

② 改正の概要

イ A類型について、工業会が旧モデルに対して年平均 1%以上向上していることの証明について、そ

の指標が次のいずれかとされる。

(イ)単位時間当たり生産量

(口)歩留まり率

|う 投入コスト削減率
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口 B類型の要件について、次のように見直される

改正後 従前

投資計画に記載された投資の目的を達成する

ために必要不可欠な設備の投資利益率が7%

以上となることが見込まれるものであること

投資計画における年平均の投資利益率が 5%

以上となることが見込まれるものであること

ハ C類型 (デジタルイ断則励 が廃止される。

注)C類型はヨロナ特例によつて、ジモートワーク環境を整えるために取得する設備を対象として

設けられた。

暗号資産マイニング業の用に供する設備が除外される。

ホ 売上高100億円を目指す中小企業として一定のものについて、建物とその附属設備について取得

価額の15%若 しくは25%の特別償却又は1%若 しくは2%の特別税額控除を設けるなど経営規模

拡大設備に対する特例が、B類型の中に設けられる。

へ 適用期限が2年延長される。

また ,ra!(ど4朝E,t【 ■射l鶴愚を重属す'堺全■ 1と営力向上言,面チ′認た中粛崎に
''密

●を

'皇

出す

と0

中′Jヽ企業経営3虫1ヒ税需uの拡充及び延長 (所得l党・法人税・法人住民税・事業税) 拡充・延長

● 適用期限を2年間延長。 (令租 8年度未(2026年度末)まで)
● loo億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高1∞億円超の達成に向けた□―ドマップ作成等を
要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。

● 建物を新増設した際、その年度末の雇用管給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、
特別償却15%又は税額控除■96、 5.0%以翌 河した場合、特別償却2596又は税額控除 296を適用
塑 。

● 現行措置につして、C類型は廃止、腹 型及びB類翌は指標の見直しを行う。

その他要件

投資利益率Xが年平均796以上蝦 資計画
に係る設備

経済

静権積目 (1∞万円以上】

I具 (,0万円以上 )
呂猛員報品 (30万円以上)
ソフトウェア (フO万円以上)
煙健皿窒題題鴻担蛭国髄工an餌塑証型壁止エ
(生
=性
尚劃こ資する設備σ用入に伴)ヽ 晴ヽ静さ,1る

建物及びその附臓設η13里0
:ヽ税1,打家の設備投資律腕′')上Π口は 60ほ P〕

申古置慮迪 付資磨
でないこと等

経営資源集約化設備 修正ROAまたは有形固定質産回転翠が一

改正概要 【適用期限 :令汗E8年度末(2026年度末)まで】

軍件類裂 対象設備

帝雲IIttW卜の投資計画に係益鯨(D類型)

確認者

工業会等

経営規模拡大設備
(B類型嚇 充)

・年磨盤甜信を構成するもの

※事務用器具偏品・本店・

寄宿合等に係る建物付

属設備、福利厚生施設

に係るものは該当しない。

,国陸貶翅班働霞であること

収益力強化設備

(B理 )

鯉 血嵐する

設偏
ヽ単位崎roヽ 当につ生H風 歩留よつ導 管入コスI樹A=ゆ W如 ,ヽ

生産性向上設備
(μ どヽ嘲菌E望菫)

機械_Ⅲ置 (160万円似上)

工具 (30万円以上)
(A類聖す)場合、翔定工貝又は模奮I具に

'晨

る)

器具備品 (30万円扱上 )

建物附属設偏 (60万円以上 )

ソフトウェア (70万円以上)
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売上高100億円超を目指す中
小企業 (今回の拡充対象)

(参考)100億企業を目指す中小企業に対する税制情置の意義

● さらに、100億企業は中堅企業へのパスになるが、現状4,500者程度と推計され、政策による強力な後押し
が必要。

0 このため、100億企業を目招すような成長意欲のある中姻ヽ企業がシームレスに成長を目指せる環境整備を
行い、更なる100億企業を創出をする。

(早イ●:百万いつ

13yヶ″″粍こ島
12.908

(出所)総務省 `経′濁l蓮業省「令キロ3年経′音セシサスー活動調査J再編カロエ
11

で

2'48

域れ付大高

ピ21

1■ 当たり直1裏機tb額    旦 tl■ ユ金額 既1'・ (1入 4   1大 当たり大イI脅 (毎金)

366    400

● 売上100億円超の中小企業

三ようゴ譲F薄   ェoo電 疇超
1ビ■科工Iつ |:二 200億円以下  !f【Fェ

ー

は高いレベル

、人目減少社会におしても、

100億企業 4,500者程度

３
３
６
・
５
万
者

中
小
企
業

外需。内需の取り込み・賃上げ
を高いレベルで実現していると00億企業

(外需)     (内 需)   (賃 上し
'〕

100億企業 (売上100億円超の中小企業)は
現状4′ 500者程度

瞭内仕入率

阻開再昂供辞豊丈奮!ら」kt櫻ぎ:言諧岳露辛缶目廷言t塗≧雷ぼ翠礎ζ摯鳥需豊身る議線移蛇
「貧金」:総務省 経済産業省「令租 3年経済ヒシサスー′き勤調査 J再編加工

21隅聞鳥  i器 218絲
48, 64

|十一大企業 約1,300者

←―中堅企業o9万甍

蜘Sl.2万者

小規模企業

約285.3万者

(4蠣閣囲外〕

<令和 7年度改正/中小企業庁資料>

(参考)100億企業に成長した企業、自掲す企業の例

100億企業に成長した企業            100億 企業を目指す企業

前隠工争歳 (福井・土木資材)    石野製作所 (石川・寿司コンペア製造)フジワラテクノアート (岡山・醸造機械製造)
従業員数:1,238人              従業員を文:194人             従業員を文:148人

売上高184億円(2001年 )→432億円(2021年 )売 上高:55億円(2019年 )→ 101億円(2023年 )   売上高:46億円(2021年 )

売上高

(億円 )

理常rJ益
(霊Vれ

' 100

′

轟 顔
踵 鶴

●〕也方メーカー17社をM&A。

●ある会社の工場開散期に別会

社の製品の製造を始めて稼働

率を上,お等、異質な事業の

M&Aからシナジーを倉u出。
(劇新)中 をヽ企業庁によるとアリンクに基 Jき作成

。地場産業である繊維用機械の金

属部品力l工業から業種転換 Lノ、

回転寿司コンベアシステムの国

内トップ企業に。

●コロナで飲食美界が打撃を受ける

中、非接角ばこ対応した製品を開

発 tノ、売上高を急伸。

0麹の製造装者Lの国内シェア800/o
を実1見。フ)レオーゲーメイド、アフ

ターフォローの磁 ,等他社が追礎

できないトータルサービスを

'是

供。

●企業のビジヨシや価値に組づく部

門。個人別のどジヨンを策定。浸透

させ、女性をはじめ多様な人材が

活躍できる環境を整備。   12

F'ギ移と
「
柴
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3先端設備導入計画に基づいて取得する機械装置等に対する固定資
産税等の軽減 7年度改正

(1)中小企業等経営3虫化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得するΥttll生向

上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直

しを行つた上、その適用期限を2年延長する。

① 対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機

械・装置等にF艮疋
~す
る。

② 当該機械。装置等に係る課税標準を、次のとおり (現行 :最初の3年間価格の2分の1(雇用者

給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合は、令和 5年 4月 1日 から

令和 6年 3月 31日までの間に取得されるものは最初の5年間価格の3分の 1、 令和 6年 4月 1日

から令和 7年 3月 31日 までの間に取得されるものは最初の4年間価格の3分の 1))とする。

イ 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合  最初の3年

間価格の2分の 1

口 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合  最初の5年間価

格の4分の 1

<令和 7年度税制改正の大綱 (閣議決0>

① 改正の背景と目的

<「令和 7年度税制改正の基本的考え方」から再掲>

あわせて、テLttll生向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置

について、賃上げを後押しするよう見直しを行つた上、その適用期限を2年に限り延長する。

<税制改正大綱「令和 7年度税制改正の基本的考え方」>

② 改正の概要

イ 雇用辮 支給額の引上げを要件とし、引き下げ幅が拡大される。
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拡充・延長生産性向上や質上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例指置の拡充及び延長
(固定食産税 )

赤字企業を含め獲拉題国幽鵬m翌盟』理監窒閣豊するめ 、
間移哉證路投資に的 負担を軽篇 る固定資産税鰺特側措置の適用期困隆2年 F』延長するとともに、
■上げ翠跡 じて、軽脚 を弓:き上げる。

● 具体的には、■上[ナ凛を1.5賄以上引き上
`す

る方争「を姦朋し盈写合は、3年間、課潮巌鋒を■/2に軽協
する。■世逍塵國腱愛醒と胆引圭止』路鵬置盟酉醸皿口菫島盆魅』望」盟琶翌鶴鵬雷國迪堕劉国田鐵する。

改正l既要

空薄晴笥置の
態 鱗

市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、か,、 資本金lfe隅以下等の税岳U上の要作を満たす

中小企業

計画認定
針

3～ 5年の計画期間における労働生産性が年平均394以上向上する等、基本方針や市町村の導入
促進基本計画に沿)たものであること

対象設備等

敵備の種類 最低価額要件 授貴瀬J益率晏停

①機械及び表隠 160万 円以上 投登利益率が年率5拗以上の投資計
画に記載された設備
(認定経営革新等支援機関が確認)④測定工具及び

検査ェ臭
30万 円以上

o器具備品 30万 円以上

o建物附腐設備 60万 円以上

町 峰 置

固定費座税 (通常、評価霞の140′4)
・先端設備等導入計画中に159与以上の賃上l丁表明rに関する認識あり
‐ 3年間、課税標準を1/2に軽置
・先端設備等導入計画中に396以上の質上lデ表明子に関する言3載あり
‐ 5年園、課税標準を1/4に麒
ヌ層用者全体の給与が鳩加することを従業員に表明するもの。

適用期限 2年間 (令和9年 3月 ]1日 (2026年 度末)までに取得trたもの)

(基本方針の策定)

中小企業

(先端設備等導入計画の策定)

市町村
(導入促造基本計画の策定)

【適用期限 :令和S年度来(2026年度未)まで】

<全体のスキーム>

協議 官 ユ 同意

申請

●

認定

2g

<令和 7年度己女上E/中小企業庁資料>
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4リースに関する会計基準の適用に伴う対応

① 改正の概要 (リース取引)

イ 「リース取引に関する会計基準」は平成 19年にファイナンスリース取引を対象に制定されて適用

されてきたが、国際会計基準審議会がオペレーティングリース取引も含むすべてのリース取引につい

て資産。負債の計上を求めたことから、わが国においても「リースに関する会糊 が令和6年 9月

に企業会計基準委員会から公表され、令和 9年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用される。た

だし令和 7年 4月 1日以後に開始する事業年度からの早期適用も認められている。

ロ ファイナンスリース取引もオペレーティングリース取引も同様に適用される。

ハ 処理の基本的な流れは、次のようになる。
(イ)支払う各リース料について、割引率を適用してリース開始時の現在価値を求め、その総額を負債
イこ (リース負債(※)))を計上し、同額を資産に (使用権資産)を計上する。

※ リース債務ではなし屯

(1)リ ース料を支払うつど、(リース負債)残高に割引率を乗じて 餞導利′動 を計上し、支払額との

差額を (リース負働 から減じる。

◆う 決算時に (使用権資産)の減価償却を行う。減価償却の方法は自己が所有する資産と同様に選択
する。

① リース会計は借手側だけに適用され、リース負債は借手側の認識と測定に過ぎず、貸手との債務
ではないので、貸手側は受取利息を認識する必要はなく従来どおりの処理でよヤ屯

⑪ 設例による具体例
① 条 件

リース期間   5年間
支払条件    各年度末に100万円を5年間支払う。
割引率    5%
② リース負債の算出 (リース開始時における各リース料の現在闘向
i l年目の支払分  100万円/1,05=952,381
五 2年目の支払分  952,381/1.05  =907,030

五 3年目の支払分  907,030/1.05  =863,838

市 4年目の支払分  863,838/1,05  =822,703
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v 5年目の支払分  822,703/1.05  =783,527

リース料の現在価値合計           4,329,479

③ リース負債の計上 (リース契約日⇒

(使用権資め 4,329,479 / (リ ース負債)4,329,479

④ リース料支払時の処理
1年目 支キユ軒噂息の額     4,329,479× 5%=216,474

ノース負債の償却額  1,000,000-216,474=783,526

リース負債の残高   4,329,479-783,526=3,545,953

仰 萬廊翠踏班/殆灘‐咄∞0
2年目 支払利息の額    3,545,953× 5%=177,298

リース負債の償却額  1,000,000-177,298=822,702

リース負債の残高   3,545,953-822,702=2,723,251

仰 萬廊翠監基/現無金上∞∝∞0
3年目 支払利サ息の額    2,723,251× 5%=136,163

ジ●ス負債の償却額  1,000,000-136,163=863,837

リース負債の残高   2,723,251-863,837=1,859,414

仰 萬廊翠靴種/現錦金L∞釘∞0
4年目 支払利息の額     1,859,414× 5%=92,970

リース負債の償却額  1,000,000-92,970=907,030

リース負債の残高   1,859,414-907,030=952,384

仰 廊薫翠転瀦/現錬金上咄∞0
5年目 支払利息の額     952,384× 5%=47,619

リース負債の償却額  1,000,000-47,619=952,381

リース負債の残高   952,384-952,381=3 → 過去の支払利′幹

傲 隆廊翠Ч鷺/脚金卿m
⑤ 使用権資産の減緬償却

監全μttl

二 法人税法上は、オペレーティングリース取引によつて支払う金額について、その金額のうち債務の

確定した金額について、債務の確定した日の属する事業年度において損金の額に算入すると
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法人税法

[各事業年度の所得の金額の計算の通則]

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度

の損金の額を控除した金額とする。

2 <略>

3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用 (償却費以外

の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額

三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

<第 4項以下略>

法人税基本通達

(能の礎 の半J0

2-2-12 法第22条第3項第2号 ((損金の額に第入される販支漬欝))の償却費以外の費用

で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲

げる要件の全てに該当するものとする。

(1)当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2)当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が

控 していること。

(3)当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

取31対象物

取引代金

(売∋

F,1瞬

受 領 権

(買∋

受 領 権

支払義務

ホ 法人税法上は、ファイナンスリース取引もオペレーティングリース取引も、従来と変化はなし屯

へ 残価保証額が設定されている所有権移転外リース取引の減価償却について、取得価額から残価保証

額を控除しないこととし、リース期間経過時点1こ と円 (備志価額)まで償却できることとされる。

(イ)所得税についても同様とされる。

(口)令和 9年 4月 1日以後に締結された所有権移転外リース取引から適用される。

|う 令和 9年 3月 31日 までに締結された所有権移転外リース取引についても、令和 7年 4月 1日以

後に開始する事業年度から適用できる経過措置が設けられる。
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測 令和 8年 3月末決算 (7年 4月 1日 以後開始年度)から
適用される主な項目

1中小企業者等の法人税の軽減税率 7年度改正

措法42の 3の 2

① 改正の背景と目的

中小企業の800万円までの所得にされる軽減税率の特例は、リーマン・ショックの際の経済対策と

して講じられた時限措置である。今般、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏ま

え、適用期限を2年延長するが、極めて所得が高い中小企業等については一定の見直しを行うとともに、

特例税率が設けられた経緯等を踏まえ、久醐 期限の到来時に改めて検討する。

今回の特例税率の見直しの対象となる極めて所得が高い中小企業等の多数は、一定の要件の下で、中

小企業経営,虫化不光制の拡充措置を活用することができ、その場合、特例税率の見直しを大きく上回るメ

リットを受けることができる。こうした税制面での恭応により、地域経済における前向きな投資を後押

しする。

<税制改正大綱「令和 7年度税制改正の基本的考え方」>

② 改正の概要

イ 所得の金額が年 10億円を超える事業年度は、17%に引き上げられる。

口 適用対象法人の範囲から通算法人が除外される。

ハ 適用期限が2年延長される。
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2企業版ふるさと納税制度の延長 7年度改正

措法42の 12の 2(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特

男可控除)

【令和10年 3月 31日までの間に支出された特定寄付金に適用】

イ 劇昭期限が 3年延長され亀

口 企業版ふるさと納税の仕組み

約3割

損金算入による負担減

鰯 十理似翔Ю

4割
翻

僻り壁却蒲髄十蜘

2害」

翻

儀 人靱

1害」

企業負担額

寄附金の額

(イ)寄附額のうち企業が実質的に負担する金額は、寄附額の10%程度とされる。

(口)ただし、法人住民税の税頴控除額は法人税割額の20%が上限とされ、法人税の税額控除額は寄

附額の 1割が限度とされ、かつ法人税額の5%が上限になり、法人事業税の税頴控除額は、法人事

業税額の20%が上限になる。

0う 企業版ふるさと納税制度は、1事業当たり10万円以上の寄附金が対象になる
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3事業税の外形標準課税 6年度改正

イ 前事業年度に外形標準課税の対象であった法人は、資本金 1億円以下になつた場合でも、資本金と

資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には外形標準課税の対象になる。

口 減禽した主な企業

資料出典 :日本経済新聞 (令和 5年 11月 7日 )

<経済産業省・令和 6年度経済産業関係税制改正について>

法夢弟 減資前の資本金額 減資後の資本金額

出前館 (*狸蓼劃D 3億 7572万円 1億円

日医工(後発薬大手) 359億 7586万円 1億円

ぐるなび l飲食1晴報サイト) 2億 5001万円 1億円

エイチ・アイ・エス (旅行) 247億 9883万円 1億円

ペッパーフードサービス lタト食l 9億 2822万円 1000万円

(2-6)外 影標準課税の見直し停鋤 )
その他

●外形標幕課税の対象法人数の減少を踏まえ、課税対象を中Jヽ企業やスタ…トアップに広げるのでlよなく、
大企業の縮節 ■009色手法人等への対応として、以下①②の見直しを請ずる。

①タト形標準課税の対象法人につとヽて、現行基準を維持する (外形標準課税の対象タトである申4ヽ企業 ,スタートアップは、引

き続き対象外)。 ただし、当該事業年度の前事驚年度1=外影接準課税の対象であつ電法人が資本金 1億円以下になつた
場合でも、室盛盆』艶麹馳錨飽囲釧出鎚選型理隠陸盟と孤島創丞』囲錢誼勇田盟邊岨整する。 (令野□7年 4月 1日
施行予定〕。

てヽ1よ、 。また、

当該事業年度に傷る法人事業税額か確 除する (2年間の経
過情置)(令和8年 4月 1日施行予定〕。

令和 6年度与党税制改正大絹
弟一 令程 6年度税制改正の基本的考え方
4 地■  中J｀企業の活 1圭イと寺
(2)'Ⅲ翼ア拐諺

=言

票猛比

(略う

'卜

形標準課税の対象法人執は、資本金 と億円以下への減資を中心とした要因によ ?チ、導入時に上とへて約 3分の 2まで減少している このよう

な減資に fよ、攪矢処理時 にえてるためで 1まなく、財務会計上、単に資本金を資本軍J余金へ|[■
~目
間で振り晉える減箆を行つている事例も存在する_泰

た、鵡 、再編等の瞭に子会社の資本金エイ1億円以下 ,こ設定すること
`こ
より、

'卜

χ
^標
準課税の対象範囲が長雪的に縮小する事例も生している .

止
｀
幸_の線 く力を高める法大税改革の趣旨や、地方税収の安定rヒ .税艶 量の公平

▼
主といつた争l痘導入の逸旨t踏まえ、中堅・ 中′Jヽ企業の M&Aや ス

ター トアツチ ヘの影響が生しないよう配慮しつつ、外影惧窪欝 ,との適用対象法人のあり方について制度幻な見直しを強了う ,

まず、減登への対応として、現行基準 (資本金 1億喜]超,`Jイ筐持しつつ、
'卜

形標準課胡の対象である大法人イこ対する補瓦β9な基準を追加する。具

体BOに
`よ

、前事業年度に外影解 識 の対争′であつた法人が豊本金 1億円以Trこなつた場合でも、隻本釜と箋本剤余金の合計額がlo億円七超える場

合 1こ IJ夕的 象とする.なお、このように今回の見遭 うは、夕よ形根窪張税の対象を中を工企裟に広げるものではない。

,J呂えて、鶏芸社の信用力寺t曽勲 こ事業君動を行う子会極への対癖として、隻本金と資本調雉 の合計額溢 餌ヨ円t超える法人等のloo%子法人
等のうち、資本金が 1億観 下ですヽつて、姿木釜と箋本東J余金り 舘 額が 2億円を超えアぅものを外形群 言触 の対

'マ

とする ,

また、今後の外形想嘩め 人のあり方については、地遮経常・企実経営への影響も踏まえ
'ょ

か`ら引き続き傾璽に検討を行う ,
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(参考 ■)外形標準課税の見直し (減資対応 )の概要

● (資本金ユ億円以下)につして、弓1き続き

。 ただし、当該事業年度の前事業年度側閣圏理彎蟄幽囲醜壼国残虚法▲ (資本金 1億円超)であつて、
当該事業年度に資本金 1憶厠以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外影標
準謀廟0対象と稲 笛湧日7年 4月 1日施行予定)。

ク:′を察墓デえ

超
■日
資 本 金 ■ 億 円 ・

口
・
“ “

B日 曝 B■ ■■ EB■ ■■ a

(項目振替 )

以下

23

問題とすべき減資

「外形逃れ」を企図する「大企業」

資本金 +資本剰余金で10億円超

対象外
M&A等 を通じて
合併する「中 Jヽ企業」

地域の中核となつている中小企

業力獲 継者不在の中期ヽ企業を

事業承継目的に合併する場合
等、資本剰余金癖曽加。

対象外

地域を支える中喧ヽ企業ぶ成長するた

めに、自己資本の充実・資本蓄積の

結果、資本剰余金癖曽力[。

増資で資金調達する

「スタートアツプ』

イ曽入の調達が難しtゝスタートアップ
が、成長過程において、増資で調

達した部吉果、資本栞ll余金が増加。

資本金■億円以下の

「中小企業」

<経済産業省・令和6年度経済産業関係税制改正について>
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測I令和 9年 3月末決算 (8年 4月 1日 以後開始年度)から
適用される主な項目

1研究開発税制 6年度改正

措法42の 4(甜験研究を行つた場合の法人税額の特別控肉

【令和8年 4月 1日以後に開始する事業年度に適用】

① 改正の概要

イ 試験研究費の額から、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額が除外され

る。

ロ ー般試験研究費の額に係る税額控除制度について、増減試験研究費割合がゼロ未満の事業年度につ

き、税額控除率を次のように見直される。

令和8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日までの間に開始する事業年度

8.5%+増蝦試験研究費割合×30分の8.5

鱚減試験研究費割合が、△30%の場合、不ノ漸し額 lタェヒ除率はゼロ)

令和11年 4月 1日から令和13年 3月 31日までの間に開夕台する事業年度

8.5%十増減試験研究費割合×27.5分の8.5

僻初郡験研究費割合が、△27.5%の場合、税籐腱除率はゼロ)

令和13年 4月 1日以後に開始する事業年度

8.5%十卿 費割合×25分の8.5

(増減試験研究費割合が、△25%の場合、税頴控除率はゼロ)

ハ 税額控除率の下限 傲正前 1%)が撤廃される。
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2防衛特別法人税の創設 7年度改正

① 改正の背景と目的

わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に

係る財源確保のための税制措置について、令和 5年度税制改正大綱等の基本的方向性により検討した結

果、以下の措置等を講ずる。

法人税額に対し、税率4%の新たなイ初醜 として、防衛特別法人税 (仮称)を課す。防衛特別法人税

は、令和 8年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用する。中小法人に配慮する観点から、課税標準

となる法人税額から500万円を控除する。

<税制改正大綱「令和 7年度税制改正の基本的考え方」>

② 改正の概要

イ 糸瞬

(イ)各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。

(口)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。

口 課税の範囲

(イ)法人の各課税事業年度の基準法ノ町理領について、当分の間、防衛特別法人税を課する。

ハ 税額の計算

(イ)防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額 (課税標う に4%の税率を乗じて

計算した金額とする。

(口)課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。

◆う 基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に紺する法人税の額とする。

ただし、附帯税の額を除く。

i 所得税額の控除

近 外国税額の控除

h 分配時調整外国税相当額の控除

市 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除

v 戦略分野国内生産促造税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の不順 控除及び同措

置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
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胡 控除対象所得税怨時相当額の控除

① 基礎控除額は、年 500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法

人の基準法人税額の比で配分した金額とする。

① 上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合に

は、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。

⑪ 次の税額控除を行うこととする。

i 外国税額の控除

上 分配時調整外国税相当額の控除

山 控除対象所得税額等相当額の控除

市 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除

二 申告及び納付等

(イ)各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告

書を提出しなければならなしも

(注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和 9年 4月 1日以後に開始する課税事業年

度から適用する。

(口)防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に

対する法人税の申告期限及び納期限と同一とする。

0つ 電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とする。

0 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業

年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があつた場合において、その防衛特別法人税確定中告書に

中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額の記載があるときは、その金額

に本目当する中間納付額を退付する。

(ホ)各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出し

た法人に対して選付所宥事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、その

課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の選付金の

額に4%を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれをその課税事

業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。

ホ その他
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(イ)質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置

を講ずる。

へ 適用関係

(イ)防衛特別法人税は、令和 8年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用する。

90//92



測II資  料

1税理士法<抄>

(税理士の使命)

税士法日第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理

念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る

ことを使命とする。

(税理士の業務)

税士法・第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税 (印紙税、登録姑判払 関税、法定外普通税 働

彦 餡れ引笙η薙霧を F_引雰つ 繊 Z擁二卿甥た残鍵妨疑貌努読勃叛 例拗妨警

た葬著鬱″を″ヽラ。ノ、法定外目的税 顔を確務姥サづ法た外効 レⅢラ,ノ その他の政令で定めるもの

を除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業と

する。

一 税務代理 俄鯵膚公署 (勧磨宦写み除ぐあのとと、層笏       6の とする。夕爾 携ジ

に対するノ阻税に関する法令若しくI髯子政不服審査法 陸 十六察法窟霧六フ t奉クの規定に基づく

申告、申請、請求若しくは不服申立て 往れらとこ節 るものとして始 勒 う々 為を含みあのと伝

翻 法 解症 斗 /t字彦窪第六つ 穿 華 勿 雄 旬 絡 ″象 華講及効 み漿てるの力 塩 夕

下五

'舎

等ンと
'｀

ラ。ノにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官

公署に対してする主張若しくt翼廂△とこつき、代理し、又は代行することフ汚修務移審装の線 ことど

歳鉗 のを除で。ジをいう。)

二 税務書類の作成 罐 公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税

にF幻する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類 rその跨就だ倉ぇて葛脇輸藷

療 (矮γ賜

"或
〔蕨寃駒方式その/滋スか蛾 そこ芸つ石鶴霧謗ナ5こと″ゞできな,功萩χηち力ろ露銀

pヵ ζ r議海穆鶏解rrろ病幾わ勢νttr魔されるあつ彦''Ⅲ夕。夕丙8携ジ透ツ蓼ンニろ発 をこお■す

る          夕爾 協ノで財務省令で定めるもの r夕下「申攀 」と,1夕οノを作成す

ることをいう。)

三 税務相談 (税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に

関し、租税の課税標準等 の 秘″ご十七窮法窟窮寿々れ勢第二条窮六号イからへまでt襲

秒 び物効旅翡街これら

“

こ相当方るあのを,Iラ。夕羽 携ブの計算に関する事項について相

談に応ずることをいう。)

2 税理士は、前項に規定する業務 (以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人

の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会静帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務

を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されてい
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る事項については、この限りでなヤち

3 前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法                    珍i:|

森簿そ増藝攀襲螂瞬鶏鱒鞭壊醸蕪櫛購講との補助者として前二項の業務に従事することを妨げなVL

税士法日第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士であ

る訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項
の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでなヤ屯

(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)

税士法口第二条の三 税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条
第二項の事務における電磁的方法 (電子庸報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法をいう。第四十九条の二第二項第人号において同眺 )の積極的/ぶ禾ll用その他の取組を通じて、納

税義務者の不U便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
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